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１．はじめに

（1）OSSの普及の拡大

　近時，オープンソースソフトウェア（Open Source 

Software，以下「OSS」）の利用がますます広がりを

見せている。大半の企業や個人が何らかのかたちで

OSS を利用しているという状況になっている。

　例えば，オペレーティングシステム（OS）のLinuxは，

サーバ用 OS や情報家電の組込 OS などの分野で利用

が広まっており，圧倒的なシェアを持つ Windows を

代替する現実的な選択肢となっている。また，都銀が

基幹の勘定系システムに Linux を採用するなど，高い

処理能力や信頼性が要求される分野での利用も拡大し

ている。さらには，インターネット関連の情報システ

ム，例えばオンラインショッピングのサイト構築など

には OSS の利用が不可欠といえる状況になっている。

Web ブラウザの Mozilla，Web サーバの Apache やファ

イルサーバの Samba，あるいはリレーショナルデータ

ベースの MySQL といったソフトウェアの名を聞いた

ことがある人は多いだろう。このように現在では，一

般の人も意識しないうちに多数の OSS を利用してい

るというような状況になっている。（無償の OSS を開

発し公開する営利企業も増えていることの理由につい

て疑問を抱く方も多いと思われる。この点については，

本論のテーマからは外れるので，脚注（1）で解説する。）

（2）OSSライセンス

　OSS の基本理念はソフトウェアの自由な利用を保

障することにあり，そのためにソースコードを開示し

享有することが大きな特徴である。また，一般に原則

として無償で頒布することも義務付けられている（2）。

商用ソフトは，通常，有償で販売されること，ソース

コードは重要な企業秘密とされオブジェクトコードだ

けが頒布されること（3）と対照的である。

　ただし，無償でソースコードが公開されるとはいっ

ても，OSS を何の制限もなく自由に利用できるわけ

ではない。自由を確保し，第三者が OSS を改変して

非公開（proprietary）のソフトにしてしまうことを防

ぐために，OSS の使用条件がライセンスにより規定

されている。このライセンスはオープンソース・ライ

センスなどとも呼ばれるが，以下では OSS ライセン

スと呼ぶことにする。

　OSS ライセンスの代表的なものは，GPL（GNU 

general public license）（4）である。GPL は Linux や MySQL

などで用いられており，最も広く利用されているため，

OSS ライセンスといえば GPL を連想する人も多いで

あろう。しかし，OSS ライセンスは GPL だけではな

い。OSS のライセンス条項は，OSS を開発して公開

する企業や個人が独自に作成できるため，非常に多数

の OSS ライセンスが存在している（5）。

　これらのライセンスに含まれる条項の大半は，著作

権に関する規定である。OSS ライセンスは，著作権

者が専有する複製権を許諾する条件として，前述の

ソースコードの公開や無償頒布を規定している。

　そのためもあって，これまで OSS ライセンスに関

する法的問題として議論されてきたのは，主として著

作権に関してであった。例えば GPL は，ソースコー

ドを公開すべき範囲を「対象プログラムおよびその派
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生物（derivative work）」と規定しているが，その派生

物とは著作権法上の二次的著作物をいうのか，派生物

が著作権法上の概念だとして，日本，米国などいずれ

の国の著作権法が適用されるのか，といった問題であ

る（6）。

（3）OSSライセンスと特許

　しかし，最近では，特許の問題もしばしば話題にの

ぼるようになってきた。

　例えば，IBM が 500 件の特許を OSS について許諾

することを表明したり，Novell が同社の OSS 製品の

ユーザに対する知的所有権侵害訴訟に対し，同社が保

有する特許を用いて防衛することを表明している。ま

た，IBM，米 Novell，ソニーなどの 5 社が出資して会

社を設立し，Linux OS や特定の Linux アプリケーショ

ンに対して特許権を行使しないことを約した企業や団

体に対して，この会社が他者からの買取などにより取

得した特許を無償で許諾するといった取り組みも公表

されている。こうした取り組みは，OSS を開発・頒

布する企業や OSS の利用者に対して特許権が行使さ

れた場合の防衛策に関わるものである。

　しかし，OSS に関わる特許の問題はこれに限られ

るわけではない。OSSライセンスの中には，OSSのユー

ザが保有する特許権の行使を制約する規定を含むもの

も多数ある。

　OSS の普及に伴い，ソフトウェア技術に関する特

許を多数保有する企業も OSS を多数利用する状況に

なっている。そのような企業にとっては，OSS を利

用することにより，自社が保有する特許の行使がどの

ような範囲で制約されることになるのかを把握してお

くことも重要である。

　以下では，OSS を利用する上で特許に関して生じ

うる問題やリスク，OSS に対して権利行使する際の

問題，クレームのドラフティングに関する留意事項な

どについて検討する（7）。

　また，今年 1 月に GPL の次期バージョンすなわち

GPLv3 の草案（ドラフト）が公開された。約 1 年間

議論を重ねた上で最終版が確定される予定であるが， 

GPL がどのように変わろうとしているのかをドラフ

トをもとに分析しておくことは有益であると考えられ

る。そこで，GPLv3 のドラフトについても解説する。

２．OSSの利用状況

　OSS ライセンスの法的問題について検討するに当

たっては抽象論に陥ることのないよう留意する必要が

ある。そのためには，具体的にどんな種類の OSS 製

品や OSS ライセンスがあるか，またどの製品がどの

ライセンスで頒布されているかという現状を知ってお

くことは有益である。そこで，本項ではソフトウエア

製品と，その製品で使用されている OSS ライセンス

の種類との対応を紹介する。OSS ライセンスの内容

の分析は，後述の 4項において行う。

　本稿末尾の表 1に，製品とライセンスとの対応を示

す。ここで，ライセンスの欄には，OSI で認証されて

いるものの名称を記載した。認証されていないと思わ

れるライセンスについては「独自」とした。また，表 1

に記載したライセンスの種類や説明については，十分

な正確性を期しがたいので，参考程度としていただき，

必要に応じて，ソースコード自体に含まれるライセン

ス条項やソフトウエア管理団体の Web 情報などを参

照されたい。

３．OSSライセンスにおける特許に関する規定

　OSI 認定の OSS ライセンスのうち，2004 年 7 月時

点で存在していた 54 ライセンスを見ると，そのうち

特許に関する規定を含むものは，24 ライセンスであ

るとの報告がある（8）。また，同報告では，これらの

ライセンスについて類型化を行い，①ライセンス対象

特許，②対象プログラムでの特許実施の告知義務，③

ライセンシーが特許権を行使した場合のライセンスの

取扱い，④第三者権利侵害に対する保証，の 4つの観

点から，ライセンスの規定内容をまとめている。

　ところで，OSS ライセンスに基づいてソフトウェ

アを頒布したり，あるいは OSS ライセンスに基づい

て頒布されるソフトウェアを入手して使用したり，あ

るいは改変して再頒布したりする場合に，特に問題と

なるのは，どのような範囲について頒布者からライセ

ンスを得られるのか，また，どのような範囲について

利用者にライセンスを与える義務を負うのか，という

点であろう。さらに，ライセンスを打ち切られる条件

が規定されていれば，それも問題になる。

　そこで，今回，これらの点に注目して，上記の特許

に関する規定を含む OSI 認定の 24 ライセンス及び，

GPL，LGPL の規定を分析し，その内容を表にまとめ
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た（表 2）。

　なお，各ライセンスの規定内容は，http://opensource.

org/licenses/ で提供される英文と，http://opensource.

jp/licenses/ で提供される和訳文（9）を参照し，両者の内

容が一致しないと思われる部分については，英文をも

とに検討した。表中の各欄には，記載の根拠とした条

文の番号を示している。

　また，以下の説明において，「上流」，「下流」とい

う用語を用いるが，これは，OSS として頒布された

ソフトウェアが複数の開発者間を改変を重ねながら

転々と頒布されていく様を，一連のストリームに例え，

ソフトウェアを頒布する側を「上流」，頒布されたソ

フトウェアを利用（再頒布も含む）する側を「下流」

と呼んでいる（10）。また，OSS ライセンスに基づいて

ソフトウェアを頒布したり又はそのソフトウェアを改

変及び再頒布したりする者のことは，多くのライセン

スで「コントリビューター」と呼ばれる（11）ため，説

明にはこの語も用いることにする。

　以下，表に示した各項目について個別に検討を加え

る。

（1）下流に対する特許ライセンス付与の義務

　この項目では，OSS ライセンスに基づいて頒布さ

れているソフトウェアを入手し，修正して再頒布した

場合に，どのような範囲で下流に対して特許ライセ

ンスを与える義務を負うか，という点をまとめた（12）。

各ライセンスにおいて，下流に対して与える特許ライ

センスの範囲は，概ね，①どの範囲の権利について，

②どんなソフトウェアを，③どのように取り扱うこと

についてライセンスを与えるか，という点を規定して

いる（13）。そこで，表においては，下流に対して特許

ライセンスを与える義務を負う範囲を，これらの項目

に分けてまとめた。

　まず，①どの範囲の権利について，に関しては，各

ライセンスについてのこの項目の記載を見るとわかる

ように，実に多様な規定ぶりになっている。

　このうち典型的な例をいくつか挙げると，

　1．自己の修正物（自身が修正した成果物）（14）で具

現化されている範囲のみ

　2．自己の修正物，及びその修正物とオリジナルと

の組み合わせの範囲

　3． 2に加え，自己の修正物と上流の修正物との組み

合わせも含む範囲

　4．下流の第三者による修正物も含む範囲

といったところである。

　頒布者にとっては，これらのうち 1．が最もリスク

が小さく，4．が最もリスクが高いと言えるであろう。1．

は自身が手を染めたソフトウェアに関してのみライセ

ンスの義務を負うものなので，リスクを評価する機会

が（現実的にはともかく形式的には）与えられている

といえるが，4．は自らのあずかり知らないところで

機能追加がなされたものまでライセンスの義務を負う

ことになり，ライセンス義務を負う範囲が確定でき

ず，その範囲がどんどん拡大していく可能性があるか

らである。4．については，GPL や LGPL を始め，主

として特許ライセンスの付与を明示していないライセ

ンスに見られる文言であり，特許ライセンスの付与を

明示したライセンスでこの規定を採用しているのは，

Jabber Open Source License Ver. 1.0 及 び MOTOSOTO 

OPEN SOURCE LICENSE Ver. 0.9.1 のみである。

　また，2 及び 3 については，文言の定義が極めて複

雑に入り組んでおり，「組み合わせ」についてどの範

囲までライセンスの義務を負うかが必ずしも明確でな

い例が多く見られた。表においては，ライセンスの文

言から妥当であると思われる解釈を記載したが，別の

解釈も採り得ると考えられる。しかし，以下に述べる

ように，このような曖昧さはあまり問題にはならない

であろう。

　次に，②どんなソフトウェアを，に関しては，全て

のライセンスで頒布したソフトウェアそのものが対象

であり，その一部の使用等も明示的に認めているライ

センスや，オリジナルあるいは上流の修正物との組み

合わせでの使用等を明示的に認めているライセンスも

ある。また，ソフトウェアの取得者が取得したソフト

ウェアから削除した部分については，特許ライセンス

を与えない旨を規定するライセンスもある。

　そして，③どのように取り扱うことについて，に関

しては，作成，使用，販売，頒布等が主として規定さ

れているが，ライセンスによって記載のばらつきが大

きい。しかし，日本の特許法で規定されるプログラム

発明の実施行為である，生産，使用，譲渡，貸し渡し，

電気通信回線を通じた提供，輸入，譲渡等の申出につ

いては，ほぼ全てのライセンスで許諾されている。輸

入及び申出については，明示されていないライセンス
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もある（15）が，ライセンスに地域的な限定がないこと，

譲渡等は許諾されること，を考えれば，輸入や申出も

許諾されていると考えるのが妥当であろう。

　また，重要な点としては，多くのライセンスにおい

て，頒布するソフトウェアの改変については，特許ラ

イセンスは与えられていない（16）。従って，ライセン

スする特許権の範囲が多少不明確あるいは広範であっ

ても，あくまで頒布したソフトウェアの使用等につい

て権利行使ができないだけで，特許権が行使不可とな

る範囲がむやみに広がることがないような文言になっ

ている（特許ライセンスという用語が用いられてはい

るが，ライセンスされた特許を用いて独自の製品を生

産・販売することは一切許諾されていないので，実質

的には非係争条項（権利の使用を積極的に許諾するの

ではなく，権利を行使しないことを約する規定）であ

る）。

　この点，著作権ライセンスの規定で改変や派生物の

作成を認めているのとは，大きな違いである。この

点に関連して，特許ライセンスについて明示のない

GPL や LGPL では，単に「あなたは自分の『プログ

ラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』

を基にした著作物を形成し，そのような改変点や著作

物を上記第 1節の定める条件の下で複製または頒布す

ることができる」といった規定になっており，これが

特許ライセンスにも言及した文言であると解釈する場

合には，特許権が行使不可となる範囲が，下流でなさ

れる修正の範囲にまで広がり，不測の広範囲になる危

険性がある。

　なお，特許ライセンスについて明文の規定があり，

かつ頒布したソフトウェアの改変について特許ライセ

ンスを与えているライセンスでは，ライセンスする特

許権の範囲を明確に規定することにより，特許権が行

使できなくなる範囲（非係争義務を負う範囲）がむや

みに広がることを防止しようとしているように思われ

る（17）。

（2）ライセンス終了条件

　今回分析した OSS ライセンスでは，全てのライセン

スにおいて，ライセンスの終了条件が規定されていた。

　その内容は大きく分けて，①ライセンス条件の違反

に関するもの，②上流に対する訴訟の提起等に関する

もの，③任意の相手に対する訴訟の提起に等関するも

の，④その他，があった。そこで，表においては，ラ

イセンスの終了条件を，これらの項目に分けてまとめ

た。なお，各ライセンスには，ライセンスが終了して

も，既に下流に対して与えたサブライセンス等，ライ

センスの性質上有効とすべき権利関係は存続するとの

規定があり，その内容に従えば，ライセンスが終了し

たとしても，事後的に下流に対して特許権を行使でき

るようになる，ということはない。

　まず，①ライセンス条件の違反に関するもの，に関

してだが，これは，コントリビューターがライセンス

条件に示された義務の履行を怠った場合に関するもの

であり，具体的には，下流へのライセンス義務違反，

ソースコードの開示義務違反等の場合に適用されると

考えられる。そして，GPL や LGPL を始めいくつか

のライセンスでは，コントリビューターがライセンス

条件に違反した場合には，直ちにライセンス契約に

従って与えられた全てのライセンスが終了する旨の規

定があるが，多くのライセンスでは，コントリビュー

ターが違反に気づいてから 30 日以内，あるいは相応

の期間内に是正されない場合に終了，というように，

一定の猶予期間が設けられている。

　次に，②上流に対する訴訟の提起等に関するもの，

については，OSS ソフトウェアの取得者がその作成

に関与したコントリビューターに対して特許権を行使

しようとした場合に関するものである。

　その範囲は，取得したソフトウェアについての権利

行使に限られるライセンスもあれば，あらゆる権利行

使が対象となっているライセンスもある。また，具体

的にどのような行動を行った場合にライセンスが終了

するか，という点についても，「訴訟の提起」と明示

しているライセンスもあれば，「何らかの行動（Action）

を開始」という非常に広範に解しうる曖昧な規定に

なっているライセンスもある。後者の場合，警告状の

送付程度でもライセンスが終了となる可能性もあり，

特に注意が必要であると考えられる。

　また，ライセンス終了の時期については，相手方（本

項の場合，ライセンサーである）からの通知受領後所

定の期間内に一定の合意がなかった場合に終了すると

するライセンス，訴訟が提起された時点で終了すると

するライセンス，特許権侵害に関する行動の開始時点

で終了するとするライセンス，さらには取得したソフ

トウェアを最初に使用等したときに遡って終了すると
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するライセンスもある。

　そして，ライセンスが終了する範囲は，訴訟等の相

手方からのライセンスのみ終了とするライセンス，取

得したソフトウェアに添付されたライセンス契約書に

よって与えられるライセンスは全て終了とするライセ

ンス，あるいは特許ライセンスのみ終了とするライセ

ンス等がある。

　規定の内容は種々様々であり，紙面の都合上全ての

組み合わせについて検討することはできないが，規定

の内容を見ると，OSS ライセンスが適用されるソフ

トウェアの使用を続けるという条件下では，下流に対

してよりもむしろ上流に対して，特許権の行使につい

て強い制約を課しているライセンスが多いように見受

けられる（18）。ただ，このような契約の有効性は独禁

法上問題となる場合があるので，注意が必要である（19）。

　次に，③任意の相手に対する訴訟の提起に関するも

の，については，対象が異なるのみで，各項目の意味

は上記②と同様である。そして，この点に関する規定

があるライセンスでは，主に取得したソフトウェアに

関して特許権を行使しようとした場合に，ライセンス

が終了するという趣旨の規定がなされている。これは，

OSS ライセンスが適用されるソフトウェアの使用を

続けるという条件下では，そのソフトウェアについて

は，実質的に一切特許権を行使できないということを

意味するであろう。

　最後に，④その他，については，第三者から特許権

の行使を受けること等により，頒布したソフトウェア

の使用を下流に許諾できない状態になった場合には，

ライセンスが終了する旨を規定するライセンスについ

て，その旨を記載した。なお，ライセンスが終了する

旨の規定はないものの，上記のような場合にはソフト

ウェアの使用や頒布を中止する他ない旨を明記してい

るライセンスもある（20）。

　

（3）その他の項目

　以下，ここまでに説明してきたもの以外の項目の内

容について，簡単にまとめる。

　まず，「他のライセンス条件での頒布を許諾する規

定」には，いくつかのライセンスには，オブジェクト

コード形式のプログラムを独自のライセンス契約に基

づいて頒布することを認める規定があるため，このよ

うな規定の有無を記載した。なお，「他のライセンス

条件」といっても，任意の条件でよいわけではなく，

一般に，取得時のライセンス条件により負った義務（再

頒布先に与えるべき権利も含めて）を減縮しない範囲

で，というような条件が付されている。

　次に，「商業目的頒布を行う場合には他のライセン

サーを賠償請求から守る義務を負う旨の規定」には，

CPL 第 4 項の，「したがって，プログラムを商業製品

に含めるコントリビューター（「商業コントリビュー

ター」）は，その頒布に関連する当該商業コントリ

ビューターの行為または不作為に起因するものに限

り，第三者による賠償請求や訴訟やその他の法的行動

によって生じる損失，損害，および費用（「損失」と

総称）から他のすべてのコントリビューター（「被補

償コントリビューター」）を守り，そうした損失を補

償することに同意するものとします。」のような規定

の有無を記載した。

　また，「概略，どのような権利行使をするとライセ

ンス終了か」には，「ライセンス終了条件」に記載し

た内容のうち，訴訟の提起等に関するものの内容を簡

単にまとめて記載した。

　「似たライセンス契約」には，全般的に規定内容や

項目の配置，字句の定義等が似ているライセンスを，

主観的に選び出して記載した。

　「ライセンスの作成主体」には，各ライセンスを作

成した主体（多くはライセンス契約中の条項に初期頒

布者として登場する）を記載した。

　「準拠法」には，ライセンス契約中に準拠法を定め

る規定がある場合に，その内容を記載した。

（4）まとめ

　以上，駆け足になったが，OSS ライセンスのうち

特許に関する規定の内容を概観してきた。具体的な規

定内容や用語の使い方は，ライセンスに応じて非常に

多岐に亘るが，概ね類型化して把握することができる。

もちろん，全ての規定が類型化可能というわけではな

いので，ここで掲載した表は，個別のライセンスの内

容を検討する際に，そのライセンスに何が書いてあっ

て何が書いていないか，又は類型と微妙に異なる規定

ぶりであるのか，といった点を理解するために利用し

て頂ければと思う。
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４．具体的な規定に基づく検討（その 1）……

GPLと Apache 2.0 の例

　OSS ライセンスは，法律ではなく，当事者間で締

結される契約（21）であるから，一般論を議論するだけ

では不十分である。一方で，前述のように多数ある

OSS ライセンスには似通った規定も多い。

　そこで，本項では，主要な OSS ライセンスである

GPL，LGPL と Apache 2.0 を例にとって，具体的な規

定内容に基づいて特許に関わる問題を検討する。

（1）GPL，LGPLにおける特許ライセンスの扱い

　GPL と LGPL は OSS ライセンスの中で最も広く利

用されている代表的なものである。GPL と LGPL に

は特許の実施許諾に関する定めはないといわれること

がある（22）。確かに GPL と LGPL には特許ライセンス

に関する明文の規定はない。しかしだからといって，

両者が OSS の利用者に対して，利用者が保有する特

許のライセンスないし不行使について何らの義務も課

していないとは解されない。

　明文規定こそないものの以下に挙げる各条項に照ら

せば，GPL，LGPL は，OSS の利用者（すなわち，著

作権のライセンシー）が他の OSS の利用者に対して

特許権を行使してロイヤルティを請求したり，差止請

求権を行使することを禁止していると解される（23）。

　すなわち，GPL 前文最終パラグラフには，「最後に，

ソフトウェア特許がいかなるフリーのプログラムの存

在にも不断の脅威を投げかけていますが，私たちは，

フリーなプログラムの再頒布者が個々に特許ライセン

スを取得することによって，事実上プログラムを独占

的にしてしまうという危険を避けたいと思います。こ

ういった事態を予防するため，私たちはいかなる特許

も誰もが自由に利用できるようライセンスされるか，

全くライセンスされないかのどちらかでなければなら

ないことを明確にしました。」と記載されており，特

に「いかなる特許も誰もが自由に利用できるようライ

センスされなければならない」という部分に照らせば，

OSS のユーザは，他のユーザが特許権を自由に利用

できるようにライセンスすべきこと，つまり無償でラ

イセンスすべきことを規定しているものと解される。

　また，GPL 第 7 条第 1 パラグラフは，OSS の頒布

者が第三者に対して特許のロイヤルティを支払う義務

を負っている場合にも，他の利用者に対してロイヤル

ティの請求等をしてはならないことを規定している。

この規定の趣旨に照らせば，その当然の前提として，

OSS の頒布者自身が特許権を保有する場合にも，他

の利用者に対して特許権を行使してロイヤルティを請

求することは禁じられていると解することが妥当であ

ろう。

　LGPL にも同様の規定が前文 第 8パラグラフ及び第

11条第 1パラグラフに置かれている。

　ただし，GPL，LGPL の上記規定は必ずしも特許ラ

イセンス（というよりも，実質は非係争義務である）

の対象や範囲が明確ではない。例えば，ライセンスの

対象プログラムが，特許権者自身が使用している OSS

のストリームに限られるのか，あるいはストリームが

異なっても GPL で頒布されているものすべてが含ま

れるのか，定かではない。例えば，特許権者は Linux

を改変して使用しているが，MySQL（GPL で頒布さ

れているリレーショナルデータベース）は使用してい

ないという場合，特許ライセンスのライセンシー（つ

まり特許権を行使できない相手方）は他の Linux ユー

ザに限られるのか，それとも MySQL のユーザもライ

センシーに含まれて特許権を行使できないのか，定か

ではない。

　したがって，GPL，LGPL で頒布されるソフトウェ

アを利用する場合，このどちらもあり得るという前提

で検討する必要がある。

　この点，GPLv3 のドラフトには特許ライセンス（非

係争義務）の明文規定が置かれており，そこでは特許

ライセンスの対象は同一ストリームに限られることが

明記されているのだが，その規定と比較すると現行の

GPLv2 の解釈には幅がある。

　なお，GPLv3 のドラフトの解説である GPLv3 First 

Discussion Draft Rationale は，この明文規定に関して，

GPLv2（現行の GPL）では黙示のライセンス理論に頼っ

ていたものを明文化したものと述べている。

（2）GPLの特許ライセンスに関する仮想事例

　GPL で頒布された OSS を利用する場合の特許ライ

センスの問題に関して，もう少し具体的に検討してみ

よう（LGPL についても同様に考えることができる）。

　次のようなケースを考える。X は自身が開発したソ

フトウェア A を GPL で頒布し，次いで Y が A に対

して B という改変（修正または追加）を加えたもの
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を頒布し，さらに Z が Y の頒布したものを自己使用

しているというケースである。

〔X の Y に対する特許権行使〕

　X が A 単独または A と改変 B の組み合わせにより

侵害される特許権を保有している場合，当該特許権を

Y に対し行使できるであろうか。

　当該特許権は行使できないと考えられる。前述した

ように，A は少なくとも同一ストリームの川下の者に

対して特許ライセンスを付与している（非係争義務を

負う）と解されることに加え，GPL 第 2 条第 3 パラ

グラフは，「あなたによって書かれた著作物に対し，

すべて権利を主張したりあなたの権利に異議を申し立

てることはこの節の意図するところではない」と規定

し，川下に対して権利行使を許さない趣旨を規定して

いるところ，この「権利」は英文では“rights”となっ

ていて，copyright（著作権）だけでなく特許権も含む

と解し得るからである。

〔X の Z に対する特許権行使〕

　では，X は同様の特許権を Z に対しては行使でき

るであろうか。

　ここでまず留意すべきは，Z については，GPL の効

力は及ばないということである。GPL 第 5条は，GPL

のライセンス契約の成立要件として，プログラムの改

変または頒布を必要としており，単に自己使用して

いるだけの者は GPL の適用を受けない。したがって，

プログラムを自己使用しているだけで改変・頒布して

いない Z に対しては GPL が適用されないことになる。

　この点からすると，X は Z に対して特許権を行使

することを妨げられないようにも思える。

　しかし，X 自身は，少なくとも Y との関係では

GPL の適用を受けている。そのため，GPL 第 7 条第

1 パラグラフに照らすと，X が Z に対して特許権を行

使することは許されないと解する余地がある。すなわ

ち，同パラグラフは，プログラムの頒布者が第三者に

対して特許のロイヤルティを支払う義務を負っている

場合でも，他者に対してロイヤルティの請求等をして

はならないことを規定している。ロイヤルティの請求

等ができない相手方は「直接または間接にコピーを受

領したすべての者」（all those who receive copies directly 

or indirectly through you）であり，受領したコピーを改

変・頒布することなく自己使用している者も含んでい

ると解される。この規定の趣旨に照らせば，その当然

の前提として，X と Z の関係においても，特許権を

行使してロイヤルティを請求することが禁じられてい

ると解することになろう。

〔Z の X または Y に対する特許権行使と対抗手段〕

　次に，Z が A 単独または A と改変 B の組み合わせ

により侵害される特許権を保有している場合，Z は X

または Y に対して特許権を行使できるであろうか。

　前述のように，Z は GPL の適用を受けないから（GPL 

第 5 条），GPL によって特許権の行使を制約されるこ

とはない。したがって，Z の X または Y に対する特

許権行使は可能であると考えられる。

　では，X または Y は，Z に対抗する手段を有して

いるであろうか。この点に関しては GPL は何も規定

していないので，判断は困難である。GPL の規定か

らすると，X または Y は Z に対して報復手段を採り

得ないという結論が自然であろう。なぜなら，GPL は，

ソフトを一旦頒布したならば何人にも自由な使用を認

めることを要求しており，たとえ Z のような攻撃者

に対してであっても特定の者に対して使用を制限する

ことを認めていないからである。

　このような結論は，Z と X・Y の関係に照らすと不

公平である感を否めないが，GPL の解釈としてはや

むを得ないということになろう。

　なお参考までに触れておくと，他の OSS ライセン

スではこのような場合，X や Y は，報復措置として

Z に対するライセンスを中止したり，Z に対して特許

権を行使することを認める規定（いわゆる「報復条項」）

を設けているものがある。GPLv3 のドラフトにも報

復措置が盛り込まれている。また，川下のユーザに対

して，川上の頒布者に対して権利を行使しない義務す
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なわち非係争義務を課すことで，そもそも Z が権利

行使するような事態を防止している OSS ライセンス

もある。

（3）Apache 2.0 の特許ライセンスに関する仮想

事例

　次に，Apache 2.0 で頒布された OSS を利用する場

合の特許ライセンスの問題に関して，以下のような

ケースをもとに検討してみる。

　X は自身が開発したプログラム Work を Apache 2.0

で頒布し，次いで Y が Work に対して改変 C1 及び改

変 C2を加えたものを頒布し，さらに Z が Y の頒布し

たものに改変 C3 を加えたものを頒布し，W-1 は Z が

頒布したバージョン（Worrk＋C1＋C2＋C3）を自己

使用し，W-2 は Y が頒布したバージョン（Worrk＋

C1＋C2）を自己使用しているというケースである。

　ここでは，3 つの場合，すなわち Y が① Work を構

成要素とする特許を保有している場合，② Work ＋

C1 ＋ C2 を構成要素とする特許を保有している場合，

及び③ Work＋C1＋C2＋C3 を構成要素とする特許（24）

を保有している場合を考える。Apache 2.0 には特許に

関する明文規定があるので，GPL に比べれば判断は

容易である。

〔Y が X に対して特許を行使した場合〕

　まず，Y が X に対して，① Work により侵害される

特許を行使する場合を考える。

　ライセンシーの特許権の行使を制限する規定は

Apache 2.0には含まれていないので，Y が X に対して

特許権を行使すること自体は可能である。

　ただし，第 3条第 2文はこのような場合，権利行使

を受けた X は，Y に対する特許ライセンスを終了で

きる旨を規定している。

　Apache 2.0 は GPL と異なり，著作権のライセンス

とは別に，特許のライセンスについても明文の規定を

おいている。

　それによれば，Y は，Work＋C1＋C2 を頒布するこ

とで，その著作権をライセンスすること（第 2条）に

加え，C1 または C2 単体で，あるいは C1 または C2

と Work の組み合わせにより必然的に侵害される特許

権（いわゆる「必須特許」）もライセンスすることが

規定されている（第 3条第 1文）。

　もっともライセンスとはいっても，著作権と特許権

でライセンシーがなし得る行為の範囲が大きく異なる

点に注意が必要である。

　著作権に関しては，複製，すなわちコピーを受領し

た状態のままで使用するだけでなく，それを改変する

ことも可能であり，サブライセンス権も付与されてい

る。サブライセンス権は，改変物を再頒布するために

必要である。

　これに対して，特許権に関しては，受領したコピー

をそのままの形で使用する範囲に限って必須特許が許

諾されるにすぎない。したがって，ここでの特許ライ

センスは一般的な特許ライセンス契約のそれとは大き

く性格が異なっている。すなわち，特許は技術的なア

イデアであって，ソフトウェアのような具体的な成果

物と固定的な関係を有しないから，一般的な特許ライ

センス契約におけるライセンシーは許諾された技術的

アイデアを様々な製品開発に利用することができる。

しかし，Apache 2.0 のライセンシーにはこのような自

由はない。Apache 2.0 の特許ライセンスとは，要する

に川下の者が受領したソフトウェアを使用する行為に

対しては特許権を行使しないというだけのことであっ

て，技術的アイデアを自由に利用できるということと

はまったく異なる。一般のソフトウェアのライセンス

契約ではこのような特許ライセンスが規定されること

はほとんどないが，それはあえて明文で規定するまで

もなく，当事者の意思として当然のことで，黙示的に

許諾されていることが明らかだからであろう。

　Apache 2.0 が特許ライセンスを規定しているのはそ

れ自体に意味があるのではなく，以下に述べる報復条

項を規定する前提として意味があるにすぎないと考え

られる。

　第 3条第 2文は，特許の報復条項である。これによ
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れば，Y から攻撃された X は，Y に対する特許ライ

センスを終了できる。したがって，もし X が Work に

関する必須特許を保有していた場合，X は当該必須特

許を行使して Y に Work の使用差止や損害賠償を請求

することができる。つまり，X は Y に対し，Y から

特許で攻撃を受けたとしてもそれを理由に著作権のラ

イセンスを取り消すことはできないが（Apache 2.0 に

はそのような規定はない），当該必須特許に基づく差

止請求権を行使することで Y による Work の使用を差

し止めたり，損害賠償を請求するという報復措置をと

ることができる。

　したがって，Y は，X が必須特許を保有している場

合は，自身が Work の使用を継続できなくなることを

覚悟の上でなければ特許権を行使できないということ

になる。

〔YがW-1及びW-2に対して特許②を行使した場合〕

　次に，Y が W-1 または W-2 に対して，② Work＋

C1＋C2により侵害される特許を行使する場合を考える。

　Apache 2.0 の第 3 条第 1 文の規定により，この権利

行使は許されないと考えられる。なぜなら，同規定に

より，Y は，自身が行った改変 C1，C2 単独で必然的

に侵害される特許，及びそれらを Work と組み合わせ

ることで必然的に侵害される特許については，川下の

者に対して特許ライセンスを付与することが規定され

ているからである。したがって，W-1 及び W-2 は，

仮に Y から特許権の行使を受けても，実施権を有す

ることを抗弁として主張して Y の請求を退けること

ができる。

〔Y が W-1に対して特許③を行使した場合〕

　次に，Y が W-1 に対して，③ Work＋C1＋C2＋C3

により侵害される特許を行使する場合を考える。

　この場合は，Y の権利行使は可能であると考えられ

る。なぜなら，Apache 2.0 の第 3 条第 1 文でライセン

ス義務が課されている特許は，自身が行った改変 C1，

C2 単独で必然的に侵害される特許，及びそれらを

Work と組み合わせることで必然的に侵害される特許

に限定されている。これに対して，③ Work＋C1＋C2

＋C3 により侵害される特許は，C3 を備えていない場

合は侵害されないから，この特許には含まれない。し

たがって，Y は当該特許の行使を制約されない。

５．具体的な規定に基づく検討（その 2）…OSS
を組込機器で使用する場合

　一般にソフトウェアについて議論する場合，パーソ

ナルコンピュータ等のコンピュータに個別にインス

トールして使用するという形態を想定することが多い

が，実際にはさまざまな機器に組み込まれ，機器の制

御用として，あるいはミドルウェアとしてユーザに直

接認識されないような形態で使用されることも多く

なってきている。このような形態で使用する場合，ユー

ザや開発者は特定のソフトウェアが組み込まれて動作

していることを十分認識しておらず，知らぬ間にソフ

トウェアを使用したり，特許の構成の一部を実施した

りするといった事態が生じることも少なくないと考え

られる。

　本項では，このような形態の使用が実際に行われ

ている組込機器の例として携帯電話をとりあげ，OSS

の使用，あるいはライセンス契約に内包する潜在的課

題を明らかにすることを目的として，OSS を頒布し

ても特許権行使が可能な範囲，および，これを踏まえ

て特許権者，出願人としてどのような対応ができるか，

について考察する。

　ここでは，まず OSS のライセンスのうち CPL を取

り上げて検討を行い，その後に MPL（Mozilla Public 

License ver. 1.1）及び GPL についても検討する。

（1） 事例 1

（ⅰ）本事例の前提

　本事例では，以下の特許権 X を有する甲が，ソフ

トウェア G を開発し，CPL に基づき OSS として頒布

したケースを考える。

　・甲の特許権 X

　　音声処理 A を実行する手段と

　　音声処理 B を実行する手段と

　　音声処理 C を実行する手段と

　　を有する携帯電話装置。

　甲の開発したソフトウェア G は，所定のプラット

フォーム上で動作させれば，音声処理 B 及び音声処

理 C を実行する機能を実現できるというものである。
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　一方，乙は，自ら開発した携帯電話装置 N（音声処

理 A を実行する機能を有する ASIC を備えている）に，

甲が頒布したソフトウェア G をそのままインストー

ルした携帯電話装置 M を製造し，販売した。そして，

この携帯電話装置 M は，甲の特許権 X の構成要件を

全て備え，その権利範囲に属するとする。

（ⅱ）本事例での権利行使の可能性

　本事例の場合，甲は，乙による携帯電話装置 M の

製造・販売に関して特許権 X を行使し，差し止めや，

損害賠償請求を行うことができるであろうか。

　本事例の場合，上図のように携帯端末 M は甲の特

許権 X の構成要素をすべて有することとなるため，

一般には特許権者甲は，権利行使はできると考えられ

る。しかし，甲は，ソフトウェア G を CPL に基づき

頒布しているから，CPL により甲の権利行使が制限

されるか否かが問題となる。

　ここで，CPL 第 2項（b）は，各コントリビューター

は受領者に対し，コントリビューションを作成及び使

用することについて特許ライセンスを与える旨を規定

している。なお，この事例の場合，コントリビューター

= 甲，コントリビューション = ソフトウェア G，受領

者＝乙である。そうすると，乙が，自ら開発した携帯

電話装置 N に，甲が頒布したソフトウェア G をその

ままインストールした携帯電話装置 M を製造し，販

売する行為は，ソフトウェア G の使用に該当すると

考えられるから，甲から特許ライセンスを与えられ得

る行為であると考えられる。

　一方，CPL 第 1 項及び第 2 項（b）によれば，甲が

ライセンスの義務を負う特許権の範囲は，コントリ

ビューターによってライセンス可能な特許権のうち，

当該コントリビューターのコントリビューションを単

独またはプログラムと組み合わせて使用または販売す

ることで必然的に侵害されるものである。単純化する

ため他のプログラムは考慮しないことにすると，結局，

甲が CPL によりライセンスの義務を負う特許権の範

囲は，「甲がライセンス可能な特許権のうち，ソフト

ウェア G の使用又は販売により必然的に侵害される

特許権」ということになる。

　そこで，特許権 X がこのライセンスを義務付けら

れた特許権に該当するか否かを検討すると，通常は，

ソフトウェア G により実現される音声処理 B，C を，

他の音声処理 A と組み合わせて行うことは，必須で

はないと考えられる。すなわち，プログラム G の受

領者がそれを使用したとしても，そのことにより必ず

音声処理 A を実行することになるとは言えない。

　してみれば，「音声処理 A を実行する手段」を要件

に含む甲の特許権 X は，ソフトウェア G の使用によ

り必然的に侵害されるものとはいえない。したがって，

特許権Ⅹは，甲がライセンス義務を負う特許権には当

たらないと考えられる。

　以上から，甲は，CPL に基づいてソフトウェア G

を頒布したとしても，特許権 X のライセンス義務を負

わず，乙に対して権利行使可能であろうと考えられる。

（2） 事例 2

（ⅰ）本事例の前提

　本事例では，以下の特許権 Y（事例 1 の特許権 X

と比べ，「音声処理 A を実行する手段」の構成要件が

ない点が異なる）を有する甲が，ソフトウェア G を

開発し，CPL に基づき OSS として頒布したケースを

考える。

　・甲の特許権 Y

　　音声処理 B を実行する手段と

　　音声処理 C を実行する手段と

　　を有する携帯電話装置。

　そして，ソフトウェア G の構成は，事例 1 の場合

と全く同一であり，乙がこれを用いて携帯電話装置

M を製造・販売している点も，事例 1 の場合と全く

同じとする。

　また，携帯電話装置 M は，甲の特許権 Y の構成要

件を全て備え，その権利範囲に属するとする。

（ⅱ）本事例での権利行使の可能性

　本事例の場合，甲は，乙による携帯電話装置 M の

製造・販売に関して特許権 Y を行使し，差し止めや，

損害賠償請求を行うことができるであろうか。
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　この事例の場合，事例 1と異なり，携帯電話装置に

おいてソフトウェアGを実行，すなわち使用した場合，

特許権 Y の構成要件を全て満たす装置が実現される。

従って，甲の特許権 Y は，携帯電話装置においてソ

フトウェア G を使用することにより必然的に侵害さ

れるものに当たると考えられる。

　このため，特許権 Y は，CPL に基づいてソフトウェ

ア G を頒布したことによりライセンス義務を負う特

許権であり，乙に対して権利行使をすることはできな

いと考えられる。

　ただし，ソフトウェア G の実行により「携帯電話

装置」に関する特許権を侵害することが必然といえる

か否かという点で疑義が生じる場合も考えられる。例

えば，ソフトウェア G が，携帯電話装置に用いられ

るプラットフォームでの実行を前提としたプログラム

であれば，携帯電話装置で実行することは必然と考え

られるかもしれないが，一般のコンピュータにも用い

られる汎用のプラットフォームで実行可能なプログラ

ムであれば，携帯電話装置で実行することは必然とは

言いにくいように思われる。そして，例えば PC でプ

ログラム G を実行したとしても，通常は，「携帯電話装

置」に関する特許権の侵害とは認められないであろう。

　例えば，甲の特許権が以下のような特許権 Z であ

る場合と比較して考えると，この疑義の内容が分かり

易いのではないだろうか。汎用の PC でプログラム G

を実行した場合でも，特許権 Z の侵害にはなるであ

ろう。

　・甲の特許権 Z

　　音声処理 B を実行する手段と

　　音声処理 C を実行する手段と

　　を有する音声処理装置。

（3）事例 1と事例 2の比較

　事例 1 と事例 2 とを比較すると，CPL に基づいて

ソフトウェアを頒布した場合，同じ「携帯電話 M の

製造・販売」という行為に対し，権利範囲の狭い特許

権 X は行使可で，権利範囲の広い特許権 Y が行使不

可という事態が生じる可能性がある。

　これは，権利範囲の広い特許権では，構成要件が少

なかったり，広い文言で記載されていたりするため，

頒布したソフトウェアの使用により必然的に侵害され

ることになる範囲が広くなってしまうためである。

　例えば，以下の図のように，権利範囲の広さが段階

的に異なる複数のクレームに係る特許権を有する場

合，請求項 1 に係る特許権は，CPL に基づいてプロ

グラム P1 ～ P3 のいずれを頒布した場合でも行使不

可になると考えられるが，請求項 3 に係る特許権は，

プログラム P2 及び P3 を頒布したとしても権利行使

可能であり，プログラム P1 を頒布した場合に初めて

権利行使不可になると考えられる。

（4）特許権者，出願人として可能な対応

　上述の事例は若干特殊であるが，クレームの内容に

よっては，OSS として頒布したソフトウェアの使用

に対し，特許権の行使が認められる可能性があること

を示唆している。具体的には，狭いクレームであれば

ライセンス義務を負わず，権利行使できる可能性があ

ると考えられる。

　したがって，下位クレームのほうが却って権利行使

をしやすい場合も想定されるので，上位の広いクレー

ムだけでなく，実施態様も意識した下位クレームも記

載しておくことが好ましいと考えられる。

　つまり，よく言われるように“クレームは段階的に

広狭をつけて記載する”ことは，OSS のライセンス

への対応としても有効と考えられる。

　また，頒布するソフトウェアの使用だけでは侵害と
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ならないが，実際にそのソフトウェアが機器に組み込

まれる際に，別のソフトウェアやハードウェアにより

提供される機能と組み合わせた場合に侵害となるよ

うなクレームを，意識して用意しておくことも，OSS

のライセンスへの対応として有効と考えられる。

（5）MPLの場合の検討

　次に MPL について検討する。CPL とは特許ライ

センスに関する規定ぶりが異なる MPL についても，

CPL と同様な論理が成り立つと考えられる。

　MPL の場合，話を初期開発者に限ると，特許権に

関するライセンスの義務を負う範囲は，第 1.10.1 項

及び第 2.1 項（b）より，「オリジナル・コードの作成，

使用，または販売によって侵害される特許権に基づき，

オリジナル・コードまたはその一部を，作成，使用等

することを許可する」である。

　すなわち，MPL には，CPL の場合と異なり，「必然

的に（necessarily）」の文言がない。

　ただし，例外規定として，第 2.1 項（d）に，ソフト

ウェアの頒布者は，頒布したソフトウェアを他のソフ

トウェアや装置と組み合わせたことにより生じる侵害

については，特許ライセンスを与える必要はない旨の

規定がある。

　従って，（1），（2）で述べた事例 1, 2にあてはめると，

甲は，ソフトウェア G を ASIC と組み合わせて初めて

侵害となる特許権 X についてはライセンスの義務を

負わず，ソフトウェア G の使用のみで侵害となる特

許権 Y についてはライセンスの義務を負うと考えら

れる。従って，権利行使可否については，GPL の場

合と同様な結論が導かれる。

　ただし，例外規定における，「他のソフトウェアや

装置」の解釈によって，ライセンスの義務を負う範囲

が変わる可能性がある。例えば，乙の開発した携帯電

話装置 N が「他の装置」に当たり，甲の特許権 Y は，

ソフトウェア G と携帯電話装置 N を組み合わせて初

めて侵害されるものである，と考えれば，甲は，特

許権 Y についてもライセンスの義務を負わないとい

うことになる。「他のソフトウェアや装置」として取

り扱うべきものの範囲は，CPL の場合の「必然的に」

が意味する範囲と同様，個別の案件に応じて注意深く

検討する必要があろう。

（6）GPLの場合の検討

　次に，ソフトウェアを GPL に基づいて頒布する場

合について検討する。

　既に 4.（1）で述べた通り，GPL には，特許ライセ

ンスに関する明文の規定はない。また，第 0節には，「複

製や頒布，改変以外の活動はこの契約書ではカバーさ

れない。それらはこの契約書の対象外である。」との

規定があり，第 4節には，「あなたは『プログラム（25）』

を，この契約書において明確に提示された行為を除き

複製や改変，サブライセンス，あるいは頒布してはな

らない。」との規定がある一方，プログラムの頒布者

が，受領者に対し，そのプログラムをハードウェアに

組み込んで装置を製造することを許諾する義務を負う

旨の，明示の規定はない。

　このため，GPL に基づいてプログラムを頒布した

としても，受領者に対し，そのプログラムをハードウェ

アに組み込んで装置を製造することを許諾する義務は

負わないと考えることもできそうである。

　しかしながら，そもそもプログラムにより実現され

る機能を利用するためには，何らかのハードウェアに

読み込ませて実行させる必要がある。また，プログラ

ムをハードウェアのメモリにコピーすることはプログ

ラムの「複製」であり，そのコピーした状態でハード

ウェアを販売することは，プログラムの「頒布」に当

たると考えられる。従って，GPL に基づいてプログ

ラムを頒布した者は，受領者に対し，そのプログラム

をハードウェアに組み込んで装置を製造することを許

諾する義務は負うと考えることが妥当であろう。

　ただ，このように考えたとしても，GPL に基づい

てプログラムを頒布してしまうと，そのプログラムが

組み込まれた製品について，一切権利行使ができない

と解すのは妥当ではないと考えられる。

　GPL には，第 2 節に，「あなたは自分の『プログラ

ム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』を
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基にした著作物を形成し，そのような改変点や著作物

を上記第 1節の定める条件の下で複製または頒布する

ことができる。」との規定があるが，この規定を，著

作権だけでなく特許権の不行使をも定める規定である

と解釈するとして，プログラムの頒布者がどの程度の

範囲について特許権不行使の義務を負うかについて

は，種々の見解がある（26）。

　しかし，どのような見解を採るにせよ，GPL 第 2

節は，GPL に基づいてプログラムを頒布した者は，

頒布したプログラムまたはその改変物について，複製

や頒布を許諾する義務を負う旨の規定であり，頒布者

が，頒布したプログラムの改変物とは言い難いハード

ウェア部分が有する機能（特徴）に関する特許権につ

いてまで，ライセンス義務を負うことはないと解すの

が妥当であろう。

　なお，頒布したプログラムとハードウェアとの組み

合わせにより実現される機能に関する特許権について

は，事情は一層複雑である。すなわち，プログラムに

より実現される機能を利用するためには，ハードウェ

アにそのプログラムをコピーして実行させることが必

須であるため，プログラムにより実現される機能は，

常にハードウェアとの組み合わせにより実現されると

いうことができる。従って，頒布したプログラムとハー

ドウェアとの組み合わせにより実現される機能に関す

る特許権について，プログラムの頒布者が一切ライセ

ンスの義務を負わないとすると，ハードウェアを構成

要件に含む装置クレームに係る特許権は，実質的に自

由に行使できることになってしまう。

　しかし，このような解釈は，4.（1）で述べた，GPL

前文最終パラグラフに記載の GPL の趣旨に反すると

考えられる。

　そこで，GPL に基づいてプログラムを頒布した者

が，ハードウェアあるいはハードウェアにより実現さ

れる機能をどの程度クレームの構成要件に含む特許権

についてまでライセンス義務を負うかについて，何ら

かの線引きが必要であると考えられるが，その明確な

基準を，GPL の文言に見出すことはできない。

　このため，ライセンス義務を負う範囲については，

前述した CPL における「必然的に」が意味する範囲や，

MPL における「他のソフトウェアや装置」として取

り扱うべきものの範囲と同様，個別の案件に応じて注

意深く検討する必要があろう。

６．損害賠償請求

　本項では，OSS に対して特許権侵害に基づく損害

賠償請求を行う場合の問題について検討する。

　OSS は，原則として無償で頒布されている。また，

有償のパッケージソフトと異なりインターネット上で

著作者のあずかり知らないところでコピーが複製され

て増殖しながら転々としていくため，頒布者による頒

布（譲渡）数量の把握が困難である。そのため，OSS

の頒布者や利用者に対して特許権に基づく損害賠償請

求をしようとする場合は，その損害額をどのように考

えるべきかが問題となる。

　わが国の特許法の適用を前提とすると，損害賠償額

の推定規定である特許法第 102条の適用を考えること

になる。

　まず，同条 2項の適用は現実的でない。同条 2項は，

侵害者の得た単位数量当たりの利益（限界利益）に侵

害者製品の譲渡数量を乗じた額を損害賠償額と推定す

る規定であるが，OSS は無償で頒布されることから，

侵害者の得た単位数量当たりの利益の額はゼロであ

り，結局損害賠償額がゼロになってしまうからである。

　同条 1 項及び 3 項については，OSS が無償である

ことは特に問題とならない。まず 1項は，特許権者の

単位数量当たりの利益（限界利益）に侵害者製品の譲

渡数量を乗じた額を損害賠償額と推定するため，侵害

者の利益や侵害品の価格は問題とならない。第 3項は，

実施料相当額すなわち特許権者がライセンスを供与し

ていたならば得られたであろうロイヤルティ相当額を

損害賠償額と推定する規定であるから，これもまた侵害

者の利益や侵害品の価格は問題とならないからである。

　しかし，1 項及び 3 項の適用に当たっては，侵害品

すなわち OSS の譲渡数量をどうとらえるかが問題と

なる。

　まず同条 1項の譲渡数量とは，侵害者自身が譲渡し

た侵害品の数量を指していると解される。そのため，

侵害者から OSS を受領した者，例えばインターネッ

ト上でコピーを入手した第三者がそれを多数複製して

頒布（譲渡）した場合の当該第三者による譲渡数量

が 1項の譲渡数量に含まれるか否かは議論の余地があ

る。これを否定的に解すると，譲渡数量は 1個という

ことになり，損害賠償額は僅少となる（実質的には無

に等しい）。

　これに対し，侵害者が第三者を手足として侵害品を
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譲渡しているのだと捉えれば，第三者による譲渡数量

を足し合わせたものが 1項の譲渡数量ということにな

り，結論としては妥当であろう。ただし，実際にはこ

の譲渡数量を立証することも極めて困難であろう（27）。

有償のパッケージソフト販売のような場合は，侵害者

自身が販売個数の情報を把握しているので立証可能だ

が（特 105 条等），OSS の頒布の場合はインターネッ

ト上で自然増殖的に頒布が行われるため，特許権者は

もちろん侵害者自身も頒布（譲渡）数量を把握するこ

とが困難である。仮にこの譲渡数量を立証できない場

合は，1項の適用を受けられないことになる。

　その場合 3 項の適用が問題となるが，3 項の実施料

相当額も，侵害品の譲渡数量にライセンス料率を乗じ

る方法で算定されるため，3 項の適用を受けるために

は侵害品の譲渡数量の立証が必要である。したがって，

譲渡数量の立証ができないために 1項の適用を受けら

れない場合には，同様の理由により 3項の適用も受け

られないということになる。

　そこで残る手段としては，特許法の推定規定に頼る

ことなく民法の原則に戻り，OSS の頒布行為に起因

する特許権者の損害を請求することが考えられる。し

かし，この方法は，過去の判例に照らせば侵害行為と

損害額の因果関係の立証が実際上不可能で，現実的と

はいいがたい。

　したがって，譲渡数量の立証が困難な場合は，「損

害額を立証するために必要な事実を立証することが当

該事実の性質上極めて困難であるとき」に当たるとし

て，特許法第 105 条の 3（相当な損害額の認定）に基

づき，裁判所の裁量で相当な損害額の認定を求めるし

かない，ということになろうか。

　また，例えばディストリビュータのように，OSS

を頒布しまたは利用している者がサポートサービスな

どを提供することにより利益を得ている場合，その利

益を特許権者の逸失利益として損害賠償することがで

きる余地があるが，やはり立証は極めて困難であろう。

７．GPLv3 について

（1）改訂作業

　GPLv2のリリースから 14年経過した今，FSF によっ

て GPL の改訂作業が進められている。FSF は，フリー

ソフトのユーザの意見や要望を採り入れるべく，GPL

の改訂作業をオープンに進めようとしている。

　このため，FSF は，2006 年 1 月 16 日に，GPLv3 の

ディスカッション用第 1ドラフトをインターネット上

で公開し（http://gplv3.fsf.org/draft），パブリックコメ

ントを世界中へ要請した。2006年 6月には，パブリッ

クコメントを反映させた第 2ドラフトが公開される予

定である。

　ただし，本稿の校了時点では，第 2ドラフトは未だ

公開されていない。従って，以下は，第 1ドラフトに

基づいた分析である点に留意されたい。

　なお，FSF は，「オープンソース・ソフトウェア」

ではなく「フリーソフトウェア」という表現に拘るの

で，本章はそれに倣う。この場合の「フリー」とは，「無

料」ではなく「自由」という意味である。

（2）GPLv3（第 1ドラフト）のポイント

　GPLv3 第 1 ドラフトの規定は非常に込み入ってお

り，解釈が容易ではない。GPLv3 第 1 ドラフトと同

時に公表された解説書（GPLv3 First Discussion Draft 

Rationale：http://gplv3.fsf.org/rationale）が，改訂の趣旨

を理解するために役立つ。

　GPLv3 の改正の主なポイントは，（ⅰ）ソフトウェ

ア特許に対する防御，（ⅱ）デジタル著作権管理技術

（DRM：Digital Restrictions/Rights Management） に 対

する抵抗，（ⅲ）他の OSS ライセンスとの互換性向上，

である。

　FSF は，解説書の冒頭で，GPLv2 がリリースされ

た 1991 年以降に台頭してきたフリーソフトウェアに

対する新たな脅威として，ソフトウェア特許と DRM

を挙げている。GPLv3 は，フリーソフトのユーザに

対して，これらの脅威に対する防御を与えようとする

ものである。

　また，GPLv2 に対してかねてから指摘されてきた

問題点として，他の OSS ライセンスとの互換性の低

さがあった。これが，OSS ライセンスの乱立を招い

ていたとも言える。そこで，GPLv3 は，OSS ユーザ

の「GPL 離れ」を食い止めるべく，他の OSS ライセ

ンスとの互換性を向上させることも，目的の一つとし

ている。

（ⅰ）特許に関する規定

　FSF は，解説書の中で，近年，ソフトウェア特許が

フリーソフトユーザに対してより大きな脅威となって

いると述べている。近年，米国だけでなく，多くの国
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において，程度の違いこそあれ，ソフトウェアに特許

が認められるようになっているからである。

　FSF は，ソフトウェア特許の権利行使からフリーソ

フトユーザを防御するために，GPLv3 にいくつかの

新条項を加えようとしている。

　その 1 つは，GPL によって特許ライセンスを付与

することの明示規定である（第 11 条）。GPLv2 には，

特許ライセンスに関する規定は存在せず，特許ライセ

ンスの有無についての解釈は明らかではなかった。

　GPLv3 第 1 ドラフトの第 11 条によれば，GPL で頒

布されたフリーソフト（以下，これを「GPL ソフト」

と称する。）を改変又は頒布した者は，全ての下流ユー

ザに対して，当該 GPL ソフトおよびその改変物を権

利範囲とする全ての特許について，非独占的，ロイヤ

ルティ無料，かつ世界中での実施を許諾するライセン

スを与えたこととなる。つまり，特許権者が，その特

許にかかるソフトウェアを GPL によって頒布してし

まうと，それ以降，自らが直接的にソフトを頒布した

ユーザ以外の下流のユーザに対しても，その特許権を

行使できなくなる。なお，GPL ソフトの頒布後に取

得した特許も，GPL によるライセンス対象に含まれ

る。

　2 つ目の新条項は，GPL ソフトを頒布した者は，そ

のソフトが第三者からライセンスを受けている特許を

使用していることを知りながら頒布した場合，下流

ユーザを当該第三者の特許権利行使から保護する義務

を負う，という規定である（第 11条第 2パラグラフ）。

「保護」の具体的手段については言及されていないが，

この条項によれば，第三者から特許ライセンスを受け

ているソフトまたはその改変物を GPL で頒布した者

は，当該第三者から下流ユーザへ権利行使がなされた

場合，賠償責任を負うこととなろう。ただし，「知り

ながら」という要件は，頒布者が，第三者から包括的

クロスライセンスによって特許ライセンスを受けてい

る場合を除外する意図である，とされている。包括的

クロスライセンスは，ライセンス対象の特許が個別に

特定されていないこともあるので，頒布者が第三者か

らライセンスを受けている特許をチェックすることが

困難であることを考慮したものと思われる。

　3 つ目の新条項は，GPL ソフトに対して特許権を行

使した場合の報復に関する規定である（第 2条第 2パ

ラグラフ）。この規定によれば，GPL ソフトのユーザ

が，当該 GPL ソフトおよびその改変物に対して特許

訴訟を提起すると，報復措置として，当該 GPL ソフ

トの利用（実行，改変）ができなくなる。

　解説書によれば，この報復条項は，第 11 条の特許

ライセンス義務を負わないユーザ（すなわち，GPL

ソフトの改変や再頒布を行わずに利用のみを行うユー

ザ）が，自らの特許権に基づいて他ユーザへ権利行使

する，といった事態を防止することを目的としている。

（ⅱ）DRMへの抵抗

　DRM は，暗号化技術等を利用して，デジタルコン

テンツの利用やソフトウェアの実行を，特定の権限を

有するユーザに制限する技術である。FSF は，解説書

の中で，「DRM は，（ソフトウェア特許と並んで）フ

リーソフトウェアに対する脅威である。」と述べてい

る。DRM は，著作物やソフトウェアの「自由」な利

用を制限する手段であるので，「自由」を信条とする

FSF は，DRM を許容し難いのである。しかも，DRM

を実現する手段として GPL ソフトが利用されている

場合もある。FSF の意に沿わない GPL ソフトのこう

した利用を禁止すべく，GPLv3 第 1 ドラフトでは，

GPL ソフトを著作物の保護技術（DRM）に利用する

ことの禁止規定が設けられている（第 3条）。

（ⅲ）互換性向上，

　GPLv3第 1ドラフトには， GPL によって許諾される

権利を狭めない限りにおいて，自らが著作権を有する

追加部分に関して，プログラムを改変して頒布する際

のライセンスに，許可条項を独自に追加できる，とす

る規定が含まれている（第 7条第 1パラグラフ）。

　また，自らが著作権を有する追加部分については，

所定の条件（第 7条の a）～ e））を満たす限りにおいて，

追加的な制限条項を課すこともできる。この追加可能

な制限条項には，特許権行使に対する所定の条件下で

の報復条項も含まれる（第 7条 e）。

（ⅳ）GPLv2 の解釈への影響

　FSF は，GPLv3 の改訂作業の場を利用し，解説書

等において，GPLv2 の解釈についても自らの見解を

表明している。これらの見解は，今後，GPLv2 で頒

布されたプログラムに関しての争いが生じた場合，

GPLv2 の解釈に影響を与える可能性が少なからずあ

るだろう。

　例えば，GPLv2 では，特許権のライセンスに関し

て明示の規定がない。これについて，FSF は，GPLv3
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第 1 ドラフトの解説書の冒頭において，「GPLv2 では

黙示のライセンス理論に依拠していた」と述べている。

　また，GPLv3 の definition において，work の改変は

その work の拡張も含むことが明示されたが，解説書

では，GPLv2 においてもこれは暗黙的に示されてい

たと述べられている。

（3）今後のスケジュール

　2006年 6月頃に第 2ドラフトが公開される。その後，

早ければ 2006年 9月，遅くとも，第 3ドラフト（2006

年 10 月）の公開を経た後の 2007 年 3 月には，GPLv3

が正式にリリースされる予定である。

８．おわりに

　OSS ライセンスに対しては，知的財産権（特に著

作権と特許権）へのアンチテーゼとして捉えがちであ

り，それは OSS ライセンスの一側面を表していると言

えよう。しかしながら，OSS ライセンスは，ソフトウ

エア（特にソースコード）の利用の容易化による利益

と，ソフトウエアの独占（ソースコード非開示やコピー

禁止など）による利益との相克に対する，一つの現実

的な解として提案され，様々な観点からの攻撃にさら

されながらも，既に大きな勢力に成長している。ソフ

トウエアの権利化，ライセンス，権利行使等に関与す

る実務家にとっても，OSS ライセンスやそのコミュ

ニティへの理解が必須になってきたと言えよう。

　本稿は，OSS ライセンスへの深い理解を目指して

行われた，ソフトウエア委員会第 2部会での議論に基

づいてまとめられたものである。その議論においては，

委員間での解釈が分かれた論点も多々存在した。しか

しながら，本稿では，そのような論点のうち，興味深

いものや，OSS ライセンスへの理解に資すると思わ

れたものについて，あえて踏み込んで記載した。

　本稿が，OSS ライセンスについての理解，ひいては，

さらなる深い議論への一助となれば幸いである。

注

（1）無償の OSS を利用する企業が増加しているだけではな

く，OSSを開発し公開している企業も増えている。例えば，

IBM がオープンソースを強くサポートしていることはよ

く知られているところであるが，Web サーバの Apache
やデバッグなどをサポートする統合開発環境ソフトの

Eclipse などは，もともと IBM の商用ソフトウェアとして

開発されたものが後にオープンソース化されたものである。

　　なぜ無償のソフトウェアを開発してなぜ営利企業にメ

リットがあるのか，どうして OSS がビジネスとして成り

立つのか，確かに疑問に思われるところである。

　　しかし，ソフトウェア業界の場合，OSS 化したソフト

ウェア自体からは収入が得られなくとも，その周辺で収

入を得る手段が豊富にある。

　　例えば，OSS を試供品的に利用する方法である。いわ

ば客寄せ的に OSS を利用するわけである。つまり，OSS 
で提供する製品と中身はほぼ同じだが，機能を追加した

上位バージョンを商用ソフトとして提供し，本格的にビ

ジネスで使用したいと考えるユーザには商用ソフトへの

移行を勧めるのである。この商用ソフトの販売により，

ソフトウェア企業は利益を得ることができる。

　　デュアル・ライセンスと呼ばれる方法もこの客寄せ型

に属する。これは，同一のソフトウェア製品を OSS ライ

センスのもとで OSS として利用するか，それとも一般的

な商用ライセンスのもとで商用ソフトとして利用するか

をユーザが選択できるようにしておく方法である。同一

の製品について 2 つのライセンスがあることからデュア

ル・ライセンスと呼ばれている。

　　OSS ライセンスのもとで利用する場合，ユーザはソフ

トに改変を加えるとそのソースコードを公開しなければ

ならなくなる。こうした問題やその他の OSS ライセン

スの義務を回避したいユーザには，商用ソフトへの移行

を勧めるわけである。リレーショナルデータベースソフ

トの MySQL などがこの方法を用いている（MySQL のラ

イセンスに関しては http://www.mysql.com/company/legal/
licensing/ を参照）。

　　また，ソフトウェアは，ハードウェアと異なり，売り

切り型の製品ではなく，バージョンアップやトラブル対

応などのサービスの重要性が非常に大きい。ソフトウェ

アにおいては，パッケージ製品そのものの価値だけでな

く，ソフトウェアを導入した後に継続的に提供されるサ

ポートサービスの有無・質がユーザにとって重要である

という特徴がある。企業の情報システムを OSS を利用し

て構築する場合，かなりの種類のソフトを組み合わせて

使用する必要があるが，安定性・信頼性が確認されたも

のをパッケージとして入手できれば，ユーザにとっては

メリットが大きい。このようなパッケージ提供などのサ

ポートについては，OSS でも対価を徴求することが認め

られている。こうしたサービスを提供しているのが，Red 
Hat 社などのディストリビュータと呼ばれる企業である。

　　オープンソースがなぜビジネスになりうるのかという

点に関しては，川崎和哉「オープンソースワールド」，翔

泳社，p. 234-238に解説されている。

　　さらに，ソフトウエアのオープンソース化がソフトウ

エア開発や保守にとって適切な場合があることについて，

エリック・S・レイモンドの三部作である「伽藍とバザー

ル」，「ノウアスフィアの開墾」，「魔法のおなべ」（http://
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cruel.org/freeware/cathedral.html 経由でダウンロード可能）

を参照されたい。この三部作では，プロプライエタリな

ソフトウエア開発に一定の有効性があることを認めつつ，

いわゆるバザールモデルによる，オープンソースを用い

た開発や保守の有効性について述べられている。ただし，

オープンソース化を推進する理由は人や団体によって必

ずしも統一的ではなく，一切のプロプライエタリなソフ

トウエア開発を否定するかの如きものもある。法的観点

から様々な問題を指摘されているにも拘わらず，なおオー

プンソースライセンスがしばしば利用されていることの

背景を多面的に理解することは，オープンソースライセ

ンスの法的問題を扱う場合においても必要であろう。

（2）OSS のより正確な定義については，OSS の推進団体

の OSI（Open Source Iniitiative）による定義（http://www.
opensource.org/docs/definition.php）を参照されたい。日本

語の解説としては，前掲川崎和哉 p.139-147，ソフトウェ

ア情報センター（SOFTIC）「オープンソース・ソフトウ

エアの現状と今後の課題について」p. 5-6を参照。

（3）単にソースコードを積極的に開示しないだけでなく，

ソフトウェアの著作権ライセンス条項中には，リバース

エンジニアリングや逆アセンブルを禁止する条項が含ま

れていることが一般的である。

（4）GPL は，Free Software Foundation（FSF）という団体が

管理しているライセンスで，GNU general public license の

頭文字をとったものである。

　　GNU とは，GUI（Graphical User Interface）の GNOME，
メールの暗号化ソフトの GNU PG，テキストエディタの

GNU Emacs などのソフトウェア群の名称である。GNU
とは “GNU is not UNIX”の再帰的略語であるとされる（実

際のところ意味不明な説明ではある）。

　　また，FSF は OSS の世界の老舗的な団体で，フリー

ソフトウェアの考え方を世に広めた人物として知られる

Richard M. Stallman が代表を務めている団体である。こ

こでいう「フリー」とは，「無償」ではなく「自由」の意

味で，オープンソースソフトウェアとほぼ同義と考えて

よかろう。

　　なお，フリーソフトウエア運動に関する Stallman 自身

による評論として，「フリーソフトウエアと自由な社会」，

株式会社アスキーを参照されたい。

（5）OSI が OSS のライセンスとして認定しているものだけ

で，2006 年 4 月 11 日時点で 58 もある。http://opensource.
org/licenses/ を参照。

（6）GPL を初めとする OSS ライセンスの法的問題には種々

のものがあり，その多くについては確たる結論がないの

が現状であるといえよう。参考として，平嶋竜太他「先

端科学技術と知的財産権」発明協会，p.74-93，前掲「オー

プンソース・ソフトウエアの現状と今後の課題について」

p. 5-6。
（7）OSS ライセンスに関わる特許の問題に関して検討した

ものとして，知財管理 Vol．55 No. 12 2005, p.1757-1767

がある。

（8）前掲知財管理 Vol．55 No. 12 2005, p.1757-1767
（9）本項で引用するライセンスの和訳文は，全て http://

opensource.jp/licenses/ で提供される和訳文を引用したも

のである。なお，GPL と LGPL の日本語訳は，八田真

行氏によるものである（http://www.opensource.jp/gpl/gpl.
ja.html，http://www.opensource.jp/lesser/lgpl.ja.html）。

（10）間に何段階かの改変や頒布がなされている場合でも，

自身が使用しているソフトウェアのもとになったソフト

ウェアを頒布した者は，自身にとって「上流」である。なお，

現実には，改変と再頒布の流れは川の流れのように上流

から下流に向かって順に辿れない例も多いのではないか

と思う。例えば，甲が頒布したソフトウェアを乙が改変，

再頒布し，これを甲が利用するような場合，甲は乙にとっ

て「上流」でも「下流」でもある。

（11）ライセンス毎に定義は異なる。例えば，Common Public 
License （CPL）ではオリジナルの頒布者もコントリビュー

ターだが，Mozilla Public License （MPL）では，オリジナ

ルの頒布者は「初期開発者」とされ，コントリビューター

とは区別されている。しかし，本稿では，本文に記載し

た通りの定義で用いる。

（12）自身が開発したオリジナルのソフトウェアを最初に

OSS ライセンスに基づいて頒布する場合にも当てはまる

ような記載を心がけた。この場合，「自己の修正物」は，

オリジナルそのものを指すことになる。

（13）前提として，OSS ライセンスにより与えられる特許ラ

イセンスは，非独占かつ無償で，地域的な限定はないも

のである。ライセンスの条文にもその旨の規定がある。

（14）ここでは，英語の modification 及び derivative work（米

国著作権法でいう派生物）をひとくくりに表現する言葉

として用いている。なお，ライセンス中に modification
の語を用いていても，derivative work でないものは

modification ではないと規定しているライセンス（Common 
Public License や Eclipse Public License 等）もある。また，

そのような限定はなく，元のプログラムに対する任意の

追加や削除が modification であると規定しているライセン

ス（Mozilla Public License ver. 1.1 等）もある。

（15）例えば Apple Public Source License Ver. 2.0
（16）頒布するプログラムの改変に特許ライセンスを与えな

いライセンスでも，頒布するプログラムの一部を使用す

ることについては特許ライセンスを与える規定があるも

のもある。この場合には，頒布するプログラムのうち使

用しない部分を削除する改変は許諾したことになると考

えるのが妥当だろう。

（17）例えば，Apple Public Source License Ver. 2.0 では，ラ

イセンスする特許権である「適用可能特許権」は，「（a） 
Appleが権利授与者の場合，（ⅰ） 今後獲得され，Appleによっ

て所有されるか Apple に譲渡される特許の申請で，（ⅱ） オ
リジナルコードの内容に適用されるが，オリジナルコー

ドを侵害せずに使用したり複製したり頒布したりするの
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に必要な範囲に限られるもの。（b） あなたが権利授与者

の場合，（ⅰ） 今後獲得され，あなたによって所有されるか

あなたに譲渡される特許の申請で，（ⅱ） あなたの修正物自

体またはオリジナルコードとの結合物の内容に適用され

るもの。」（下線筆者）と規定されている。

（18）例えば，上記 Apple Public Source License Ver. 2.0では，

「本ライセンスの期間中のどこかの時点で，あなたが

Apple に対して特許侵害に関わる何かの行動を起こした

場合は，その訴訟で最初に Apple の側からあなたに対し

て特許侵害に関わる何かの行動を起こしたのでない限り，

Apple からの通告なしに自動的に終了します。」との規定

があり，この規定に従うなら，ライセンシーは，実質的

に Apple に対していかなる特許権も行使できない状態に

なってしまうと考えられる。

（19）非係争義務の独禁法上の違法性が問題とされているケー

スとして，米マイクロソフト社の Windows のライセンス

契約に含まれていたいわゆる NAP 条項（Non-Assertion of 
Patent Rights）がある（一般には「非係争条項」と呼ばれる）。

　　PC メーカは，Windows をプレインストールした PC を

製造販売するためにライセンス契約を締結するが，NAP
条項は，ライセンシー（PC メーカ）に対し，Windows が
特許を侵害している場合でも，マイクロソフト社や他の

PC メーカ，エンドユーザに対して特許権を行使しないと

いう義務を規定している。公正取引委員会はこの規定が

独禁法上違法であるとして審判を提起し，現在係属中で

ある。公正取引委員会の見解は，NAP 条項によりライセ

ンシーは競合企業に対して特許権を行使して製品を差別

化したりロイヤルティを得ることができなくなる結果，

技術開発意欲が損なわれ，競争が阻害されるおそれがあ

るというものである。

　　なお，一般に，非係争条項には特許訴訟の濫発や広く

普及した技術に対して特許が行使されることによって引

き起こされる混乱を未然に防止するという合理的な目的

があるとされる。こうした目的から，標準化技術のパテ

ントプールのライセンス契約では，非係争条項が盛り込

まれているものが多数ある。

（20）例えば，GPL 第 7 項には，「例えば特許ライセンスが，

あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰

でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認

めていない場合，あなたがその制約とこの契約書を両方

とも満たすには『プログラム』の頒布を完全に中止する

しかないだろう。」との規定がある。

（21）GPL や Apache などの OSS ライセンスが契約なのか否

かという法的性質に関しては議論のあるところであるが，

この問題は本稿の検討テーマではないので，ここでは一

応契約を前提としている。

（22）前掲知財管理 Vol. 55 No. 12 2005,  p.1758
（23）前掲「オープンソース・ソフトウエアの現状と今後の

課題について」p. 76-79も同旨。

（24）表現を簡潔にするために「Work＋C1＋C2＋C3 を構

成要素とする特許」といった表現を用いているが，より

正確にいえば「Work に含まれているある構成（機能），

C1 で実施されているある構成（機能），C2 で実施されて

いるある機能（構成），及び C3 で実施されているある構

成（機能）のすべてを構成要件として含んでいる特許発

明」のことである。例えば，Work ＋ C1 ＋ C2 の組み合

わせで使用している場合は，C3 で実施されているある構

成（機能）の構成要件を欠いているため侵害とならない。

Work ＋ C1 ＋ C2 ＋ C3 の組み合わせで使用している場合

は，すべての構成要件を充足しているので侵害となる。

（25）GPL 第 0 項に，『プログラム』は GPL が適用されたプ

ログラムや著作物全般を意味する旨が規定されている。

（26）前掲知財管理 Vol. 55 No. 12 2005,  p.1765-66
（27）ここでは，サーバやデスクトップ PC などのソフトを念

頭においている。情報家電などの組込ソフトの場合はこ

れとは事情が異なり，頒布（譲渡）数量の把握は一般の

製品と同様に考えることができるであろう。OSS が組み

込まれて製造されている製品は有償で販売されるから，譲

渡数量は被告によって把握されているはずだからである。
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製　品　名 ライセンス 説　明

1 Amaya W3C Web editor
2 Apache Apache WEB サーバ , IBM が寄贈

3 BIND BSD DNS サーバソフトウエア

4 Camellia BSD, GPL, MPL, OSSL 等のマル
チプルライセンス

NTT 及び三菱電機の暗号ソフトウエア。ラ
イセンス対象は NTT 製ソースコード

5 Darwin Apple Public Source License Mac OSX の基盤部分

6 Eclipse CPL から EPL へ変更 統合開発環境（IDE），IBM が寄贈 , 製品版
として WebSphere がある。

7 EU Data Grid Software EU Data Grid Software License EU におけるデータグリッド用ソフトウエア

8 exCampus 独自 LMS ソフト（日本の NIME や東大）

9 Firebird INTERBASE PUBLIC LICENSE DB
10 FreeBSD, NetBSD, 

OpenBSD
BSD UNIX 由来の OS

11 FreeWnn GPL 仮名漢字変換

12 gcc GPL コンパイラ

13 GIMP GPL 画像処理

14 Globus 独自（著作権譲渡） Grid サービス

15 GNOME GPL/LGPL デスクトップ環境

16 Ingres CA-TOSL CA の DB ソフト

17 JBoss LGPL J2EE アプリケーションサーバ

18 KDE QPL, GPL のデュアル 統合デスクトップ環境

19 LaTeX LPPL 文書作成

20 Libwww W3C WebAPI
21 Linux GPL OS (Kernel)
22 Mamook Adaptive Public License Recruitment Software
23 Mozilla MPL ブラウザ （Firefox）， Netscape がオープン

ソース化

24 MozManual Academic Free License Mozilla 用マニュアル

25 MySQL GPL DB, 開発者は社員として雇用。別途商用版
有り

26 NICE Eiffel Forum License ソフトウエア開発

27 Open BeOS MIT Be 社の OS
28 Open Office LGPL/SISSL のデュアル Office スイート（ワープロ，表計算，プレ

ゼンテーション等のソフトウエア群）

29 OpenSOAP 以前は独自，現在は BSD SOAP ランタイム

30 OpenSolaris CDDL　 Solaris 10
31 Perl The Artistic License スクリプト言語

32 PGP GPL 暗号プログラム

33 PHP PHP スクリプト言語　HTML ファイル内に記述
される

34 PostgreSQL BSD DB
35 Python PSF プログラム言語

36 Qt Free Edition Q Public License/GPL KDE 用 GUI ツールキット , Troll Tech 社が
オープンソース化。別途商用版有り

37 RiSource Ricoh Source Code License リコー社のテンプレートエンジン

38 Sakai 1.0 RC2 Educational LMS ソフト

39 Samba GPL サーバ

40 sendmail Apache 電子メール配送　商用版もある

41 Struts Apache JAVA 開発フレームワーク，IBM がコミッ
ト

42 TOPP ERS 独自 坂村健教授の iTRON 互換のオープンソー
ス OS

43 XFree86 XFree86 ライセンス X-window System
44 Zope Zope Public License（BSD 系） アプリケーションサーバ，コンテンツ管理

システム , Zope Corporation が関与

表 1　製品別ライセンス
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表 2

ライセンスの名称 The GNU General 
Public License 
(GPL) Ver. 2

GNU Lesser General 
Public License 
(LGPL) Ver. 2.1

Academic Free License 
Ver. 2.0　（注 5）

Apache License Ver. 
2.0

Apple Public Source 
License Ver. 2.0

Common Public 
License Ver. 1.0

CUA Office Public 
License Ver 1.0

下流に与える
義務のある特
許ライセンス

どの範囲
の権利に
ついて

ライセンスする特
許権

配布したプログラ
ムを改変して作成
される任意のプロ
グラムの範囲

（注 2）
§ 2, 2b

配布したライブラリ
を改変して作成され
る任意のライブラリ
の範囲　（注 2）

§ 2, 2b

自己の修正物で具現化
されている範囲のみ

§ 2

自己の修正物及び
オリジナルの範囲
のみだが，ライセ
ンス範囲が無制限
に拡大する恐れあ
り　§ 3 

自己の修正物，及び
その修正物とオリジ
ナルとの組み合わせ
の範囲　§ 1.1

自己の修正物，及び
その修正物とオリジ
ナルとの組み合わせ
の範囲　

§ 1.b)ii), 2.b)

自己の修正物，及びそ
の修正物とオリジナル
又は上流の修正物との
組み合わせの範囲，た
だし，オリジナル又は
上流の修正物を修正な
しで使用等して抵触す
る範囲は除く

§ 1.2, 2.1(b)(d)，
2.2(b)(d)

削除した範囲につ
いての除外規定

無 無 無 無 無 無 有
§ 2.1(d), § 2.2(d)

どのソフ
トウェア
を（注 1）

自己の修正物全体 ○
§ 2

○
§ 2

○
§ 2

○（注 7）
§ 3

○
§ 2.2

○
§ 2.b)

○
§ 2.2(b)

自己の修正物の一
部

○
§ 2

○
§ 2

○
§ 2

× ○
§ 1.6, 2.2

× ○
§ 2.2(b)

自己の修正物とオ
リジナルとの組み
合わせ

○
§ 2

○
§ 2

○
§ 1b, 2

× ○
§ 1.6, 2.2

○
§ 2.b)

○
§ 1.2, 2.2(b)

自己の修正物と上
流の修正物との組
み合わせ

○
§ 2

○
§ 2

○
§ 1b, 2

× ○
§ 1.6, 2.2

× ○
§ 1.2, 2.2(b)

どの行為
について

特許法上の実施行
為のうち，許諾さ
れなそうなものあ
り？ 

無
§ 0～ 3

無
§ 0～ 3

無
§ 2

無
§ 3

無
§ 1.4, 2, 2.1, 2.2, 3

無
§ 2.b)

無
§ 2.1(b), 2.2(b)

改変の許諾明示あ
り？

有（注 3）
§ 2

有（注 3）
§ 2

有
§ 2

無 有
§ 2.2

無 無

サブライセンス権
の許諾明示あり？

無 無 有
§ 2

無
§ 2,3

有
§ 1.4, 2, 2.1, 2.2

無
§ 2.a),b)

無
§ 2.1(a)(b), 2.2(a)(b)

他のライセンス条件での
頒布を許可する規定

自己がライセンス
に基づいて取得し
たソフトウェア

△　§ 10
（注 4）

△　§ 14
（注 4）

無（注 7） 無 無 有
§ 3

有
§ 3.6

その修正物 △　§ 10 有 § 6,  △§ 14 無 有　§ 4 無 有　§ 3 有　§ 3.6
商業目的頒布を行う場合
には他のライセンサーを
賠償請求から守る義務を
負う旨の規定

規定の存在 無 無 無 無 無 有
§ 4

無

知的財産侵害に関
連する賠償請求や
損失への適用

無 無 無 無 無 無 無

ライセンス終
了条件

ライセン
ス条件に
違反した
場合

いつまでに是正さ
れないと

自動的に
§ 4

自動的に
§ 8

規定なし 規定なし 気づいて 30日以内
§ 12.1(a)

気づいて相応の期間
内 § 7 iii

気づいて 30日以内
§ 8.1

何が 全て
§ 4

全て
§ 8

－ － 全て
§ 12.1(a)

全て
§ 7 iii

全て
§ 8.1

上流に対
する訴訟
の提起等
に関する
もの

何について 規定なし 規定なし 全ソフトウェア
§ 10

規定なし 全て
§ 12.1(c)

全ソフトウェア
§ 7 ii 前半

ライセンスされたソフ
トウェア§ 8.2(a），及
びそれ以外のソフト・
ハード・装置§ 8.2(b)

何をしたら － － 特許侵害に関わる何ら
かの行動

§ 10

－ Apple に対して，特
許侵害に関わる何ら
かの行動（Apple が
先に起こした場合を
除く）  § 12.1(c)

特許訴訟の提起
§ 7 ii 前半

特許権侵害に関する訴
訟（確認判決訴訟を除
く）の提起 

§ 8.2(a),(b)

いつ － － 行動開始時点
§ 10

－ 自動的に
 § 12.1(c)

訴訟が正式に起こさ
れた時点

§ 7 ii 前半

相手方からの通知受
領から 60 日以内に一
定の合意がない場合
§ 8.2(a)，またはライ
センスされたソフト
ウェアを最初に使用
等したときに遡って 
§ 8.2(b)

何が － － 全て
§ 10

－ 全て
§ 12.1(c)

相手方からの特許ラ
イセンス

§ 7 ii 前半

相手方からのライセン
ス全て
§ 8.2(a), または相手方
からの特許ライセンス
§ 8.2(b)

任意の相
手に対す
る訴訟の
提起等に
関するも
の

何について 規定なし 規定なし オリジナル（他のソフ
ト又はハードとの組み
合わせを除く）　§ 10

ライセンスされた
ソフトウェア

§ 3

規定なし ライセンスされた
ソフトウェア，他と
の組み合わせは除く

§ 7 ii 後半

規定なし

何をしたら － － 特許侵害に関わる何ら
かの行動

§ 10

特許訴訟の提起
§ 3

－ 特許訴訟の提起
§ 7 ii 後半

－

いつ － － 行動開始時点
§ 10

訴訟が正式に起こ
された時点

§ 3

－ 訴訟が正式に起こさ
れた時点

§ 7 ii 後半

－

何が － － 全て
§ 10

全特許ライセンス
§ 3

－ 全特許ライセンス
§ 7 ii 後半

－

その他 － － － － 受領者が，法律によ
り下流へのライセン
ス付与を妨げられる
場合　§ 13.5(b)

－ －

概略，どのような権
利行使をするとライ
センス終了か

下流に対するライ
センス義務違反の
み

下流に対するライセ
ンス義務違反のみ

何らかのソフト特許で
ライセンサに権利行
使，又はオリジナルに
適用可能な特許で誰か
に権利行使

ライセンスされた
ソフトウェアに関
する特許訴訟の提
起

Apple に対する権利
行使

コミュニティに対す
る特許訴訟の提起

上流に対する特許訴訟
の提起

似たライセンス契約
LGPL GPL Open Software License 特になし 特になし ＣＰＬ系

（注 8）
ＭＰＬ系
（注 13）

ライセンスの作成主体
the Free Software 
Foundation, Inc. 

(FSF)

the Free Software 
Foundation, Inc. 

(FSF)

Lawrence E. Rosen (OSI
の general counsel)

Apache Software 
Foundation

Apple Compuer Inc. IBM 不明

準　拠　法

規定なし 規定なし ライセンサの住所又は
営業所のある場所の法
律　§ 11

規定なし 合衆国及びカリフォ
ルニア州の法律

§ 13.7

ニューヨーク州法及
び合衆国の知的所有
権法　§ 7v

カリフォルニア州法
§ 11
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ライセンスの名称
Eclipse Public
License Ver 1.0

Frameworx　Open 
Licence Ver.1.0

（注 9）

IBM Public License Ver. 
1.0

Jabber Open Sorce 
License Ver 1.0
（注 10）

Lucent Public License 
Ver.1.0

Lucent Pablic Licence 
Ver. 1.02

MOTOSOTO OPEN 
SOURCE LICENSE 

Ver.0.9.1

下流に与える
義務のある特
許ライセンス

どの範囲
の権利に
ついて

ライセンスする特
許権

自己の修正物，及
びその修正物とオ
リジナルとの組み
合わせの範囲
§ 1.b)ii), 2.b)

特許ライセンスにつ
いての明示の規定は
ないが，下流での拡
大製作物や派生製作
物の頒布も許可する
義務を負う　§ 2

自己の修正物，及びそ
の修正物とオリジナル
との組み合わせの範囲
§ 1.b)ii), 2.b)

自己が作成した派
生物及び下流で作
成される派生物の
全部又は一部の使
用等に必要な範囲
§ 1b, 2b （注 11）

自己の修正物（§ 3c
の規定により認めた
もの），及びその修
正物とオリジナルと
の組み合わせの範囲
§ 1.b)ii), 2.b)

自己の修正物（§ 3c
の規定により認めた
もの），及びその修
正物とオリジナルと
の組み合わせの範囲
§ 1.b)ii), 2.b)

自己が作成した派生物
及び下流で作成される
派生物の全部又は一部
の使用等に必要な範囲

§ 1c, 2b

削除した範囲につ
いての除外規定

無 無 無 有
§ 3

無 無 有
§ 3

どのソフ
トウェア
を（注 1）

自己の修正物全体 ○
§ 2.b)

○
§ 2(b)

○
§ 2.b)

○
§ 2b

○
§ 2.b)

○
§ 2.b)

○
§ 2b

自己の修正物の一
部

× ○
§ 2(b)

× ○
§ 2b

× × ○
§ 2b

自己の修正物とオ
リジナルとの組み
合わせ

○
§ 2.b)

○
§ 2(b)

○
§ 2.b)

× ○
§ 2.b)

○
§ 2.b)

×

自己の修正物と上
流の修正物との組
み合わせ

× ○
§ 2(b)

× × × × ×

どの行為
について

特許法上の実施行
為のうち，許諾さ
れなそうなものあ
り？ 

無
§ 2.b)

無
§ 2

無
§ 2.b)

無
§ 1b, 2b

無
§ 2.b)

無
§ 2.b)

無
§ 1c, 2b

改変の許諾明示あ
り？

無 有（注 3）
§ 2(c)

無 無 無 無 無

サブライセンス権
の許諾明示あり？

無
§ 2.a),b)

有（注 12）
§ 4

無
§ 2.a),b)

無
§ 1a, 1b, 2a, 2b

無
§ 2.a),b)

無
§ 2.a),b)

無
§ 1a, 1c, 2a, 2b

他のライセンス条件での
頒布を許可する規定

自己がライセンス
に基づいて取得し
たソフトウェア

有
§ 3

無 有
§ 3

無 有
§ 3

有
§ 3

無

その修正物 有　§ 3 無 有　§ 3 有　§ 4g 有　§ 3 有　§ 3 有　§ 4g

商業目的頒布を行う場合
には他のライセンサーを
賠償請求から守る義務を
負う旨の規定

規定の存在 有
§ 4

無 有
§ 4

無 有
§ 4

有
§ 4

無

知的財産侵害に関
連する賠償請求や
損失への適用

無 無 無 無 無 無 無

ライセンス終了
条件

ライセン
ス条件に
違反した
場合

いつまでに是正さ
れないと

気づいて相応の期
間内　§ 7 iii

違反した時点
§ 7

気づいて相応の期間内 
§ 7 iii

気づいて 30日以内
§ 9a

気づいて相応の期間
内 § 7 iii

気づいて相応の期間
内 § 7 iii

気づいて 30日以内
§ 9a

何が 全て
§ 7 iii

全て
§ 7

全て
§ 7 iii

全て
§ 9a

全て
§ 7 iii

全て
§ 7 iii

全て
§ 9a

上流に対
する訴訟
の提起等
に関する
もの

何について 規定なし 規定なし 全ソフトウェア
§ 7 ii 前半

ライセンス製品
§ 9b

全ソフトウェア
§ 7 ii 前半

全ソフトウェア
§ 7 ii 前半

ライセンス製品
§ 9b

何をしたら － － 特許訴訟の提起
§ 7 ii 前半

特許侵害の訴訟（確
認判決訴訟を除く）
の提起　§ 9b

特許訴訟の提起
§ 7 ii 前半

特許訴訟の提起
§ 7 ii 前半

特許侵害の訴訟（確認
判決訴訟を除く）の提
起　§ 9b

いつ － － 訴訟が正式に起こされ
た時点

§ 7 ii 前半

訴訟の相手方から
の通知から 60 日の
猶予期間経過まで
に一定の合意がな
い場合　§ 9b

訴訟が正式に起こさ
れた時点

§ 7 ii 前半

訴訟が正式に起こさ
れた時点

§ 7 ii 前半

訴訟の相手方からの通
知から 60 日の猶予期
間経過までに一定の合
意がない場合　§ 9b

何が － － 相手方からの特許ライ
センス

§ 7 ii 前半

Jabberr.Com, Inc か
らの全ライセンス

§ 9b

相手方からの特許ラ
イセンス

§ 7 ii 前半

相手方からの特許ラ
イセンス

§ 7 ii 前半

Motosoto.Com B.V. から
の全ライセンス　§ 9b

任意の相
手に対す
る訴訟の
提起等に
関するも
の

何について ライセンスされた
ソフトウェア，他
との組み合わせは
除く

　§ 7 ii

規定なし ライセンスされた
ソフトウェア，他との
組み合わせは除く

　§ 7 ii 後半

規定なし ライセンスされた
ソフトウェア，他と
の組み合わせは除く
§ 7 ii 後半

ライセンスされた
ソフトウェア，他と
の組み合わせは除く
§ 7 ii 後半

規定なし

何をしたら 特許訴訟の提起
§ 7 ii

－ 特許訴訟の提起
§ 7 ii 後半

－ 特許訴訟の提起
§ 7 ii 後半

特許訴訟の提起
§ 7 ii 後半

－

いつ 訴訟が正式に起こ
された時点

§ 7 ii

－ 訴訟が正式に起こされ
た時点

§ 7 ii 後半

－ 訴訟が正式に起こさ
れた時点

§ 7 ii 後半

訴訟が正式に起こさ
れた時点

§ 7 ii 後半

－

何が 全特許ライセンス
§ 7

－ 全特許ライセンス
§ 7 ii 後半

－ 全特許ライセンス
§ 7 ii 後半

全特許ライセンス
§ 7 ii 後半

－

その他 － － － － － － －

概略，どのような権利行使
をするとライセンス終了
か

ライセンスされた
ソフトウェアに関
する特許訴訟の提
起

下流に対するライセ
ンス義務違反のみ

コミュニティに対する
特許訴訟の提起

ライセンス製品に
関して上流に対す
る特許訴訟の提起

コミュニティに対す
る特許訴訟の提起

コミュニティに対す
る特許訴訟の提起

ライセンス製品に関し
て上流に対する特許訴
訟の提起

似たライセンス契約
ＣＰＬ系
（注 8）

特になし ＣＰＬ系
（注 8）

MOTOSOTO OPEN 
SOURCE LICENSE 

Ver.0.9.1

ＣＰＬ系
（注 8）

ＣＰＬ系
（注 8）

Jabber Open Sorce 
License Ver 1.0

ライセンスの作成主体
The Eclipse 
Foundation

The Frameworx 
Company

IBM Jabber.Com, Inc Lucent Technologies 
Inc.

Lucent Technologies 
Inc.

Motosoto.Com B.V.

準　拠　法
ニューヨーク州法
及び合衆国の知的
所有権法　§ 7v

規定なし ニューヨーク州法及び
合衆国の知的所有権法

§ 7v

カリフォルニア州
法　§ 13

ニューヨーク州法及
び合衆国の知的所有
権法　§ 7v

ニューヨーク州法及
び合衆国の知的所有
権法　§ 7v

オランダ法
§ 13
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ライセンスの名称
Mozilla Public License 

Version 1.0
Mozilla Public License 

Version 1.1
NASA OPEN SOURCE 

AGREEMENT VERSION 
1.3

Nokia Open Source 
License Version 1.0a

OCLC Reserch Public 
License 2.0 

Open Software License v. 
2.1

（注14）

下流に与える
義務のある特
許ライセンス

どの範囲
の権利に
ついて

ライセンスする特
許権

自己の修正物，及びその
修正物とオリジナル又
は上流の修正物との組
み合わせの範囲（注12）
§1.2, 2.1(b)，2.2(b)

自己の修正物，及びその
修正物とオリジナル又
は上流の修正物との組
み合わせの範囲，ただ
し，オリジナル又は上流
の修正物を修正なしで
使用等して抵触する範
囲は除く（注12）

§1.2, 2.1(b)(d)，
2.2(b)(d)

自己が作成した派生物
及び，派生物の作成時点
でその派生物とオリジ
ナル又はオリジナルの
派生物との組み合わせ
の使用等に必要な範囲

§1B,F,L, 2B,C

自己の修正物，及びその
修正物とオリジナル又
は上流の修正物との組
み合わせの範囲，ただ
し，オリジナル又は上流
の修正物を修正なしで
使用等して抵触する範
囲は除く

§1.2, 2.1(b)(d)，
2.2(b)(d)

特許ライセンスについ
て明示の記載はないが，
オリジナル及びその全
ての修正物について，使
用や改変等を許可する
旨の規定がある　§1

自己の修正物で具現化
されている範囲のみ
§2

削除した範囲につ
いての除外規定

無 有
§2.1(d), §2.2(d)

無 有
§2.1(d), §2.2(d)

無
§1

無

どのソフ
トウェア
を（注1）

自己の修正物全体 ○
§2.2(b)

○
§2.2(b)

○
§2B

○
§2b

○
§1

○
§2

自己の修正物の一
部

○
§2.2(b)

○
§2.2(b)

× ○
§2b

○
§1

○
§2

自己の修正物とオ
リジナルとの組み
合わせ

× ○
§2.2(b)

○
§2C

○
§2b

○
§1

○
§2

自己の修正物と上
流の修正物との組
み合わせ

× ○
§2.2(b)

○
§2C

○
§2b

○ ○
§2

どの行為
について

特許法上の実施行
為のうち，許諾さ
れなそうなものあ
り？ 

無
§2.1(b), 2.2(b)

無
§2.1(b), 2.2(b)

無
§2B, 2C

無
§2.1(b), 2.2(b)

無
§1

無
§2, 15

改変の許諾明示あ
り？

無 無 無 無 有（注3）
§1

有
§2

サブライセンス権
の許諾明示あり？

無
§2.1(a)(b), 2.2(a)(b)

無
§2.1(a)(b), 2.2(a)(b)

有
§2D

無
§2.1(a)(b), 2.2(a)(b)

有
§1

有
§2

他のライセンス条件での
頒布を許可する規定

自己がライセンス
に基づいて取得し
たソフトウェア

有
§3.6

有
§3.6

無 有
§3.6

無 無

その修正物 有　§3.6 有　§3.6 無 有　§3.6 無 無

商業目的頒布を行う場合
には他のライセンサーを
賠償請求から守る義務を
負う旨の規定

規定の存在 無 無 無 無 無 無

知的財産侵害に関
連する賠償請求や
損失への適用

無 無 無 無 無 無

ライセンス終
了条件

ライセン
ス条件に
違反した
場合

いつまでに是正さ
れないと

気づいて30日以内 §8 気づいて30日以内 §8.1 気づいて30日以内
§5A

気づいて30日以内
§8.1

気づいて30日以内
§5

特に定めはないが，ライ
センス条件を守れない
場合には終了　§9

何が 全て
§8

全て
§8.1

全て
§5A

全て　§8.1 全て§5 全て §9

上流に対
する訴訟
の提起等
に関する
もの

何について 規定なし ライセンスされたソフ
トウェア§ 8.2(a），ま
たはそれ以外のソフト・
ハード・装置§8.2(b)

規定なし ライセンスされたソフ
トウェア§ 8.2(a），ま
たはそれ以外のソフト・
ハード・装置§8.2(b)

ライセンスされたソフ
トウェア又はその任意
の修正物　§5

ライセンスされたソフ
トウェア（他のソフト
ウェア又はハードウェ
アとの組み合わせは除
く）　§10

何をしたら － 特許権侵害に関する訴
訟（確認判決訴訟を除
く）の提起 

§8.2(a),(b)

－ 特許権侵害に関する訴
訟（確認判決訴訟を除
く）の提起 

§8.2(a),(b)

知的財産権侵害に対す
る法的行動

§5

上記ライセンスされた
ソフトウェアについて
のライセンサー又は他
のライセンシーに対し
て特許権侵害を主張す
る行動　§10

いつ － 相手方からの通知受
領から60日以内に一
定の合意がない場合
§8.2(a)，またはライセ
ンスされたソフトウェ
アを最初に使用等した
ときに遡って　§8.2(b)

－ 相手方からの通知受
領から60日以内に一
定の合意がない場合
§8.2(a)，またはライセ
ンスされたソフトウェ
アを最初に使用等した
ときに遡って　§8.2(b)

行動の開始時
§5

行動の開始日
§10

何が － 相手方からのライセン
ス全て§ 8.2(a),または
相手方からの特許ライ
センス　§8.2(b)

－ 相手方からのライセン
ス全て§ 8.2(a),または
相手方からの特許ライ
センス　§8.2(b)

相手方からの全ライセ
ンス

§5

上記ソフトウェアにつ
いてのライセンサーか
らの全ライセンス

§10

任意の相
手に対す
る訴訟の
提起等に
関するも
の

何について 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし

何をしたら － － － － － －

いつ － － － － － －

何が － － － － － －

その他 － － － － 受領者が，判決や調停に
より下流へのライセン
ス付与を妨げられる場
合　§6iv

ライセンス条件を守れ
ない場合

（注15）

概略，どのような権利行
使をするとライセンス終
了か

下流に対するライセン
ス義務違反のみ

上流に対する特許訴訟
の提起

下流に対するライセン
ス義務違反のみ

上流に対する特許訴訟
の提起

上流に対する法的行動
の開始

ライセンスされたソフ
トウェアに関する権利
行使

似たライセンス契約
ＭＰＬ系
（注13）

ＭＰＬ系
（注13）

特になし ＭＰＬ系
（注13）

特になし Academic Free License

ライセンスの作成主体

Netscape Netscape 米国の政府機関 Nokia OCLC Research(図書館
協同体)

Lawrence Rosen（カナダ
人，弁護士，コンピュー
タ技術者，OSIのGeneral 
Counsel & Secretary）

準　拠　法

カリフォルニア州法
§11

カリフォルニア州法
§11

米国連邦法
§5c

フィンランド法
§11

オハイオ州法及び合衆
国の法律

§6viii

ライセンサの住所又は
営業所のある場所の法
律　§11
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ライセンスの名称
RealNetworks Public 

Source License Ver. 1.0
Reciprocal Public License 

Ver.1.1
Ricoh Source Code Public 

License
Sun Industry Standards 
Source License(SISSL) 

（注 17）

Sun Public License Ver.1.0 Sybase Open Watcom 
Public License Ver.1.0

下流に与える
義務のある特
許ライセンス

どの範囲
の権利に
ついて

ライセンスする特
許権

自己の修正物及びその
修正物とオリジナルの
組み合わせの範囲

§ 1.1(a)(b), § 2.3,
§ 3(a)(b)

自己の修正物の全部又
は一部を使用等するの
に必要な範囲

§ 3, § 4

自己の修正物，及びそ
の修正物とオリジナル
又は上流の修正物との
組み合わせの範囲
§ 1.2, 2.1(b)，2.2(b)

自己の配布する範囲の
み
§ 2.1(b), 3

自己の修正物，及びそ
の修正物とオリジナル
又は上流の修正物との
組み合わせの範囲，た
だし，オリジナル又は
上流の修正物を修正な
しで使用等して抵触す
る範囲は除く

§ 1.2, 2.1(b)(d)，
2.2(b)(d)

自己の修正物及びその
修正物とオリジナルの
組み合わせの範囲
§ 1.1(b), 2.2, 3

削除した範囲につ
いての除外規定

無 無 無 有　（注 18）
§ 2.1(d)(1)

有
§ 2.1(d), § 2.2(d)

無

どのソフ
トウェア
を（注 1）

自己の修正物全体 ○
§ 2.3.3

○
§ 3.3

○
§ 2.2(b)

○
§ 2.1(b)

○
§ 2.2(b)

○
§ 2.2

自己の修正物の一
部

× ○
§ 3.3

○
§ 2.2(b)

○
§ 2.1(b)

○
§ 2.2(b)

○
§ 2.2

自己の修正物とオ
リジナルとの組み
合わせ

× ○
§ 1.7, 3.3

○
§ 2.2(b)

× ○
§ 2.2(b)

○
§ 2.2

自己の修正物と上
流の修正物との組
み合わせ

× ○
§ 1.7, 3.3

○
§ 2.2(b)

× ○
§ 2.2(b)

○
§ 2.2

どの行為
について

特許法上の実施行
為のうち，許諾さ
れなそうなものあ
り？

無
§ 2.3, § 3(a)(b)

特許権については，譲渡
及び輸入の許可の明示な
し

§ 3.3, 4.2

無
§ 2.1(b), 2.2(b)

無
§ 2.1(b)

無
§ 2.1(b), 2.2(b)

無
§ 2.2, 3

改変の許諾明示あ
り？

無 無 無 無 無 有
§ 2.1, 2.2

サブライセンス権
の許諾明示あり？

有
§ 3(b)

無
§ 3.1, 3.3, 4.1, 4.2

無
§ 2.1(a)(b), 2.2(a)(b)

無
§ 2.1(a)(b)

無
§ 2.1(a)(b), 2.2(a)(b)

有
§ 1.4, 2.2

他のライセンス条件での
頒布を許可する規定

自己がライセンス
に基づいて取得し
たソフトウェア

無 無 有
§ 3.6

有
§ 3.3

有
§ 3.6

有
§ 2.2(e)

その修正物 有　§ 10 無 有　§ 3.6 有　§ 3.3 有　§ 3.6 有　§ 2.2(e)

商業目的頒布を行う場合
には他のライセンサーを
賠償請求から守る義務を
負う旨の規定

規定の存在 無 無 無 無 無 無

知的財産侵害に関
連する賠償請求や
損失への適用

無 無 無 無 無 無

ライセンス終
了条件

ライセン
ス条件に
違反した
場合

いつまでに是正さ
れないと

気付いて 30日以内
§ 11.1(a)

気付いて 30日以内
§ 12.1

気づいて30日以内 §8.1 気づいて30日以内 §8.1 気づいて30日以内 §8.1 気付いて 30日以内
§ 12.1(a)

何が 全て
§ 11.1

全て
§ 12

全て
§ 8.1

全て
§ 8.1

全て
§ 8.1

全て
§ 12.1(a)

上流に対
する訴訟
の提起等
に関する
もの

何について 全て（注 16）
§ 11.1(c)

ライセンスされたソフ
トウェア

§ 12.2

ライセンスされたソフ
トウェア§ 8.2(a），また
はそれ以外でライセン
サーがライセンシーに
提供するソフト・ハー
ド・装置§ 8.2(b)

規定なし ライセンスされたソフ
トウェア§ 8.2(a），ま
たはそれ以外のソフト・
ハード・装置§ 8.2(b)

全て

何をしたら 交差請求や反訴も含め，
特許権侵害を主張する
行動

§ 11.1(c)

特許権侵害の主張（確認
判決訴訟の提起を除く） 

§ 12.2

特許権侵害に関する訴
訟の提起 

§ 8.2(a),(b)

－ 特許権侵害に関する訴
訟（確認判決訴訟を除
く）の提起 

§ 8.2(a),(b)

交差請求や反訴も含め，
特許権侵害を主張する
行動　§ 12.1(c)

いつ 自動的に
§ 11.1(c)

相手方からの通知受領
から 60 日以内に一定の
合意がない場合§ 12.2

相手方からの通知受
領から 60 日以内に一
定の合意がない場合
§ 8.2(a)，またはライセ
ンスされたソフトウェ
アを最初に使用等した
ときに遡って§ 8.2(b)

－ 相手方からの通知受
領から 60 日以内に一
定の合意がない場合
§ 8.2(a)，またはライセ
ンスされたソフトウェ
アを最初に使用等した
ときに遡って§ 8.2(b)

自動的に
§ 12.1(c)

何が 全ライセンス
§ 11.1

相手方からのライセン
ス全て

§ 12.2

相手方からのライセン
ス全て§ 8.2(a), または
相手方からの特許ライ
センス § 8.2(b)

－ 相手方からのライセン
ス全て§ 8.2(a), または
相手方からの特許ライ
センス § 8.2(b)

全ライセンス
§ 12.2

任意の相
手に対す
る訴訟の
提起等に
関するも
の

何について 上流の改変も含む，ラ
イセンスされたソフト
ウェア（他のソフト又
はハードとの組み合わ
せを除く）　§ 11.1(d)

規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定無し

何をしたら 交差請求や反訴も含め，
特許権侵害を主張する
行動　§ 11.1(d)

－ － － － －

いつ ライセンサからの書面
による通知をもって

§ 11.1(d)

－ － － － －

何が 全ライセンス
§ 11.1

－ － － － －

その他 ライセンスに従うこと
が法律により禁止，制
限される場合

§ 11.1(b), 12.5(b)

ライセンスに従うこと
が法律により禁止，制
限される場合

§ 12, § 13.6

－ － － 受領者が，法律により
遵守事項の実施等が妨
げられる場合 § 13.5(b)

概略，どのような権
利行使をするとライ
センス終了か

ライセンサに対し又はラ
イセンス製品について，
特許権侵害を主張する行
動

ライセンサに対して，ラ
イセンス製品に関する
特許権侵害を主張する
行動

上流に対する特許訴訟
の提起

下流に対するライセン
ス義務違反のみ

上流に対する特許訴訟
の提起

上流に対して特許権侵
害を主張する行動

似たライセンス契約
特になし 特になし ＭＰＬ系

（注 13）
特になし ＭＰＬ系

（注 13）
特になし

ライセンスの作成主体
RealNetworks,Inc Technical Pursuit, Inc Ricoh Silicon Valley, Inc Sun Microsystems, Inc. Sun Microsystems, Inc. Sybase Inc.

準拠法
合衆国およびワシント
ン州の法律 § 12.8

コロラド州法
§ 13.8

カリフォルニア州法
§ 11

カリフォルニア州法
§ 11

カリフォルニア州法
§ 11

合衆国およびカリフォ
ルニア州の法律 § 13.7
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注 1：明示的にライセンスの対象となっているものに○，そうでないものに×を付した。なお，ソフトウェアの改変が許可さ

れている場合，これらの 4項目の内容は全てライセンスの対象となっていると解釈した。

注 2：GPL 及び LGPL においては，特許権のライセンスについて明示の規定はない。しかし，本文の４（1）で述べているよう

に，GPL に基づいてソフトウェアを配布する者は，その利用者に対して特許権のライセンスを与える義務を負うと考え

ることが妥当と解される。そこで，ここでは GPL § 2b）あるいは LGPL § 2c）における「license」には，配布者が許

諾可能な特許権ライセンスも含むと考えた。

注 3：ただし，そもそも特許権のライセンスについて明示の規定はない。

注 4：ライセンス対象のプログラム又はライブラリの一部を他のフリーなプログラムと統合したい場合に，作者に連絡して許

可を求めることを要求する規定がある。

注 5：現在は Ver. 3.0 が公開されており，Ver. 2.0 の使用は推奨されていない。

注 6： Ver. 3.0 では，Academic Free License の条件（ライセンサーの地位や権利を含む）と矛盾しない範囲であれば，ライセンス

対象のソフトウェアの他のライセンス条件での頒布を許可する旨の規定が追加されている（§ 1c）。ただし，この規定

の適用が明示されているのは，著作権ライセンスについてのみである。

注 7：このライセンスは，「成果物（Work）」が主なライセンス対象で，他ライセンスの「オリジナル」に該当するが，

誰かが「コントリビューター」として，「成果物」に組み込むべき著作物を「ライセンサー」に提出すると，提出され

た著作物も「成果物」に含まれてしまうため，一度でも「コントリビューター」になると，ライセンス義務を負う「成

果物」の範囲が無制限に拡大し得るライセンスとなっている。

注 8：Common Public License Ver. 1.0 と似たライセンスが多数あり，これらを「CPL 系」と記載した。しかし，これらのうち

どのライセンスがオリジナルであるかについては，調査できていない。

注 9：本ライセンスは，特許権に関するライセンスを行うことを明示する規定はないが，§ 5 に，ライセンシーと The 
Frameworx Company は互いの知的所有権を尊重し，The Frameworx Company のものについては，知的所有権には著作権

と特許権を含む，との規定がある。

注10：ライセンスを作成した Jabber.com, Inc. は，このライセンスの使用及び推奨をやめている。

注11：本ライセンスの§ 1a, 1b における「Contributor（貢献者）」は誤記ではないかと思われる。§ 1a のものは「You」，§ 1b
のものは「Licensor」となるべきと思われ，ここではそう解した。

注 12：参照した和訳では，オリジナル以外の上流の修正物は含まないように解釈できる記載ぶりになっているが，原文の

「the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular 
Contributor」を参照すると，上流の修正物も含むと読むのが妥当と思う。

注 13：Mozilla Public License Ver. 1.1 と似たライセンスが多数あり，これらを「MPL 系」と記載した。しかし，これらのうち

どのライセンスがオリジナルであるかについては，調査できていない。

注14：現在はより新しい Ver. 3.0 が公開されている。

注 15：ライセンスに違反した場合の終了条件にも記載したが，他のライセンスでは同様の内容を「その他」の項目に記載し

ているため，ここにも記載した。

注 16：条文上は，“Original Code”を頒布する“Licenser”に対する訴訟についてのみだが，“Original Code”を改変した者が，

それを RealNetworks Public Source License に基づいて頒布すれば，その者も“Licenser”になると思われ，結果的には，

上流全てに対する訴訟が対象になり得ると考えられる。

注17：ライセンスを作成した Sun Microsystems, Inc. は，このライセンスの使用及び推奨をやめている。

注 18：他のライセンスでは，この項目が「有」であれば，再頒布者が，修正の一環として受け取ったコードから削除した部

分については，再頒布者は下流に対して特許ライセンスの義務を負わない，という趣旨の規定があることを示す。しか

し，SISSLにおいては，ライセンシーがライセンス対象コードから削除した部分については，ライセンサーはライセンシー

に対して特許ライセンスの義務を負わない，という趣旨の規定であり，他と意義が異なる。

（原稿受領 2006.5.19）
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